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午前９時３０分開議

○議長（杉谷 洋一君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は１６人です。定足数に達しておりますので、これから本日の会

議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（杉谷 洋一君） 本日は、昨日に引き続き一般質問を行います。

１３番、岡田聰議員。

○議員（13番 岡田 聰君） おはようございます。一般質問２日目の最初ということ

で、質問させていただきます岡田と申します。どうかよろしくお願いします。

２問を通告しております。通告文を読み上げまして質問といたします。
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１問目、大山町の教育のあり方と課題は。５月に就任された教育長、大山町の将来を

担っていくかけがえのない子供たちの教育方針について、責任者としてのお考えを改め

て質問いたします。就任の御挨拶でも述べられましたが、いま一度お願いいたします。

基本的な方針は。 改訂学習指導要領についての取り組みはどう進めるのか。 改

訂を機に大山町教育指針とか策定の考えはないか。あるいは２００６年制定の大山町子

ども教育振興計画の改正等は考えていないのか。 課題の認識は。課題があれば改善策

は。 質の高い教育とよく言われるが、お考えは。 家庭や地域社会の中で子供を育て

る教育力の低下とも言われるが、お考えは。 学力向上はもちろんのこと、社会の変化

に対応できる力をつけることも大切と考えますがどうでしょう。 必要に応じて一人一

人の支援も大切と考えますが、どうでしょうか。よろしくお願いします。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 岡田議員さんの８つの質問にお答えいたします。

１点目の基本的な方針はについてですが、保小中の連携による知・徳・体のバランス

のとれた人間の育成と、大山の自然、歴史、文化、人々の知恵など大山の恵みを生かし

たふるさと教育の推進による特色ある教育の推進です。

２点目の改訂学習指導要領についての取り組みはどう進めるのかについてですが、今

回改訂されました学習指導要領では、何ができるようになるのかという観点で育成を目

指す資質、能力を整理し、育成するために何を学ぶのかという指導内容を検討し、内容

をどのように学ぶのかを構成し、何が身についたのかを評価で見取り、実施するために

何が必要かをあわせて検討することが重要です。

大山町教育委員会としましては、何ができるようになるのか、そして何を学ぶのかと

いうことに対して、教科等を学ぶ意義や教科間、学校間のつながりを大切にした教育課

程の編成に向け、大山町教育振興会を中心に情報共有しながら作成していきたいと考え

ております。また、各教科等の指導計画の作成、学習指導の改善と充実を図り、子供た

ちがどのように学ぶのかを明確にするとともに、子供一人一人に何が身についたのか、

学習評価をしっかりと行っていく所存です。

現在、来年度からの小学校外国語活動、外国語の先行実施に向け、教育委員会と各学

校が協力をし授業研究会や視察研修を計画しております。また、平成３０年度より小学

校で検定教科書を使用した特別の教科となる道徳の全面実施に向けても、大学教授等を

招聘し学習評価等について講義をいただいたり授業研究を実施したりしながら、町内の

先生方とともに準備を進めているところです。今後、他教科等につきましても、県の教

育委員会とも協力しながら研修等を実施し充実し、平成３２年度の完全実施に向け準備

を進めてまいる所存です。

３点目の改訂を機に大山町教育指針とかの策定は考えはあるか、あるいは２００６年

度作成、制定の大山町子ども教育振興計画の改正等は考えていないかについては、平成
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２７年３月に大山町教育振興基本計画を作成しておりますが、これが岡田議員の御指摘

の大山町教育指針に当たるものであると思います。

２００６年制定の大山町子ども教育振興計画は、保育所が教育委員会の管轄に変わる

のに当たり策定されたもので、この教育振興計画は現在の大山町教育振興基本計画に引

き継がれておるものでございます。

４点目の課題の認識は。あれば改善策はについてですが、大山町教育の課題というの

は大山町の子供たちの課題と直結しますので、子供たちの課題についてお答えいたしま

す。

大山町の子供たちは、とても素直で優しい子供たちだと認識しております。しかし、

素直で優しい半面、指示待ちである、また自分の思いを素直に表現できないといった傾

向があります。教育内容と教育活動に必要な人的、物的資源等を活用しながら地域とと

もに活動し、みずから課題を解決する体験を積み重ねていくことが大切だと考えており

ます。

また、大山町の子供たちは各種調査データを参考にしますと知識、技能の定着より思

考力、判断力、表現力について苦手な部分が見受けられます。子供たちの姿や各種調査

データに基づき、子供たちが主体的、対話的で深い学びが実現できるよう授業改善を図

り、子供たちがきょうの学習がわかった、できたと感じることができるようにしていき

たいと考えます。

また、体力テストの結果が県平均より低い傾向がありますので、保育所では運動遊び

や自然の中での活動、また学校では体育の授業改善や体力づくりの取り組み等を推進し

ていくことで改善を図ってまいります。

５点目の質の高い教育とよく言われるが考えはについてですが、これは大山の恵みを

教育資源と捉えたふるさと教育を行うことで知・徳・体のバランスのとれた人格形成を

行います。幼児・学校教育課が地域とつながり、大山の自然、歴史、文化、地域の人々

の知恵を取り入れた教育こそ全国に誇れる質の高い教育となると思っております。

６点目の家庭や地域社会の中で子供を育てる教育力の低下とも言われるが考えはにつ

いてですが、核家族化、共働きによる保護者の多忙化により保護者や家族が子供と触れ

合い子供を育てる機会が失われつつあるという現状があります。また、地域での人々の

つながりが薄くなる中で、地域の教育力の低下が指摘されているという現状もあります。

子供は学校の中だけでの教育では十分育たず、家庭、地域が連携して育てていくことが

望まれます。そのためには教育委員会が家庭の教育力の向上施策を講じていかなくては

ならないと考えておりますし、地域も地域自主組織など関係機関と連携をとりながら子

供を育てる力の向上を図ってほしいと考えます。

７点目の学力向上は無論のこと、社会の変化に対応できる力をつけることも大切と考

えるがどうかについては、人工知能の発達、また情報化社会、国際化が急速に変化し続

ける社会に対応する力をつけるためには、知識偏重の教育ではなく主体的な学びを通し
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て将来自立して生きていける力をつけさせることが大切であると考えます。そのために

は、次期学習指導要領にも取り上げてある主体的、対話的で深い学びによる教育の質を

上げることが必要となります。教育委員会と学校が共同して教師の指導力を上げる取り

組みも進めてまいります。

最後、８点目ですが、必要に応じて一人一人の支援も大切と考えるがどうかについて

は、各学校の課題や児童生徒の個別の課題に対応するため、県としては指導方法・工夫

改善加配など加配教員の配置、町としては学習支援員等の配置を行い、できるだけ個別

の支援を行うような体制を組んでいます。

また、今まで小学生しか対象ではなかった通級指導教室も昨年度より中学生を対象と

した教室も設置し、一人一人の困り感に沿った指導ができるようにしております。以上

です。

○議員（13番 岡田 聰君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、岡田議員。

○議員（13番 岡田 聰君） 詳しい事細かな御答弁ありがとうございました。よくわ

かりました。

大山町の子供は大山町で育て、その子供が地域に帰って地元で活躍できるような状態

が望ましいと考えますが、その点についてのお考えをいただきたいと思います。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） はい。地域のすばらしさを学ぶことによって、愛郷心、地域

を愛する心が生まれるものだというふうに考えております。例えば昨年、大山町は日本

遺産の認定を受けました。この日本遺産の学びについても、地域を誇れる教材だという

ふうに認識しております。このように地域に誇りを持って自慢できる、話ができる人材

というのは相手から人として大切にされ、また国際社会でも活躍できる存在になると考

えております。

また、地域に愛着を持ち続けてくれればいずれ大山町に戻って恩返しができる、また

自分たちの生まれ育った社会でもう一度住んでみたいという気持ちを持ってくると思い

ます。

先ほど御指摘のあった地域で地域の教育力という御指摘がありましたが、親は、子は

親の鏡と言われますが、その言葉を置きかえると子供たちは大山町の大人の鏡というふ

うにも言えると思います。言いかえれば、大山町の人々が正直であれば子供たちは正直

であることの大切さを知る。また、愛してあげれば子供たちは人を愛することができる。

和気あいあいとした地域で育てば、子供たちはこの地域はいいところだと思えるように

なるというような思いを持つと思います。

安全安心な町づくりを進めることで、町民や地域の人々が中心になってそのことを進

めることで生まれ育った地域が居心地がいいとか、ずっとここに住んでいきたいという
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ような子供たちを育てることにつながると思います。

私は、最近行われている地域の活動で心に残ったことが２つあります。一つは、８月

に行われた大山子ども体験道場という大山地区の組織が行いました子供たちによる子供

店長の取り組みがありました。これは８月にこう子供たちがいろいろな、あの、お店を

開いて住民の人たちとかと交流するわけですが、それには地域の人々がおじいさんおば

あさん、お母さんお父さんが中心となって支援を行って地域住民と触れ合う。

また、現在やっております名和の通学合宿におきましては、名和の人たちとの交流会

を行っております。これは漁村センターでカレーとかいろんな食材を準備して、地元の

人に振る舞って交流する。それに向けて、地域の人が支援を行う。そしてそこの収益は

災害のあった義援、場所に義援金として送ったり、また海外の恵まれない子供たちに支

援として送る。そういうような取り組みを行うことで、自分たちが地域とともに世界と

もつながるというような体験をしているということで、そういった地域の教育力を行う

ために、やはり人々が行動を起こしていかないといけないなと。我々大人がそういった

地域をつくっていかないといけないなというふうに考えております。

○議員（13番 岡田 聰君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、岡田議員。

○議員（13番 岡田 聰君） 地域が子供たちを育てる、本当に重要なことだと思いま

すが、私は大山小学校の卒業式など行かせていただいてつくづく感じますのは、地元の

ボランティアが非常に多く参列されていることです。本当に地域と連携した学校づくり

が活発に行われているなとつくづく感じましたが、その点についてほかの学校、もっと

もっとそういう取り組みも必要ではなかろうかと考えますが、その点についてどうでし

ょうか。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） はい。岡田議員さんが大山小学校の様子を見ていただいて、

そのように感じていただいてありがとうございます。もちろん各学校、保育所等もたく

さん地域の方の御支援を得て活動しております。中山みどりの森保育園にいたしまして

は、地域の方々の活動によって身近にある森を開発していただいて、森で遊べるように

していただいた。また、甲川をこう地域の方が掃除をして草刈りをしていただいて、川

で活動していただくようにしたと。また、近くの御来屋漁港で活動できた。また、地域

の田んぼで七草を探して活動したというふうに、こう地域の自然をこうふんだんに活用

して学習できるという状況には地域の方のたくさんの方の御支援があってこそ行われる

ことでして、これは中山に限らず名和も庄内も大山もいろんなところでそれぞれの地域

の方のお世話になって行っていただいているという状況です。

○議員（13番 岡田 聰君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、岡田議員。
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○議員（13番 岡田 聰君） 重要な教師の役割も、というのもあるんですが、最近の

教師は非常に多忙だと言われております。なかなか子供たちと直接かかわる時間がなか

なかとれないといったような何もよく聞きますが、学校経営の面から教師本来の役割で

ある子供の指導に専念できる、そういう環境をつくるために複雑な校務分掌なんか簡素

化とか体制を整備するお考えはないでしょうか。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 現在、教師の多忙感ということは全国的に問題になっており

ます。岡田議員さんのおっしゃるとおり、教師が子供と向き合う時間が少なくなってき

ているのが現状です。そのために教育委員会としましては、そういった時間をふやすた

めにできることというのをいろいろ模索しております。例えば学校現場では会議の精選、

会議をできるだけコンパクトに行うですとか今まであった行事を見直す。また、教師が

子供と向き合う時間をふやすために、事務処理をスムーズに行えるようなシステムを構

築するというところで学校と教育委員会が連携しております。

また、中学校におきましては、部活動というものが学校の先生にかなり負担になって

いる状況です。これについては指導者、外部指導者を探すですとか、それから週の中で

部活動しない曜日を決めると。また、土日も２日間部活動をやらずに１日だけにすると。

平日も部活をやらない日を持つことで、教師のいろんな事務的な仕事、また子供たちと

面談をする時間を持つと。そういうような取り組みを進めてまいっておる状況です。

○議員（13番 岡田 聰君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、岡田議員。

○議員（13番 岡田 聰君） ４点目の御答弁にございました大山町の子供たちの課題

と申しますか、素直で優しい半面、指示待ちである。自分の思いを素直に表現できない。

思考力、判断力、表現力について苦手な部分が見受けられますということがございます。

これらの点は、非常に社会に出てから生きていくために本当に必要な力だろうと考えて

おります。

ある市では、教育方針で少人数学級編制とチームティーチング方式による授業を取り

入れているようでございます。４０人学級というような、３５人学級ですか、少人数学

級編制はもちろんですが、小学校では算数と国語、中学校では英語と数学、これについ

て学級を２つに分けて、さらに２つに分けて小規模編成にして少人数指導を行っている。

とにかく子供と、教師と子供とのコミュニケーション、それから子供同士の会話や子供

たちの、教師と子供たちの対話、これらを通じてみずから考える力を身につけさせる。

あるいは子供の人間形成を図る。こういった点で重要な条件整備だと思われますが、こ

れについてお考えをお願いいたします。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、鷲見教育長。
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○教育長（鷲見 寛幸君） 御指摘の大山町の子供たちの課題解決に向けてということで

ございますが、まさに次期学習指導要領の改訂というのはこれから子供たちに求められ

る素質、資質、能力というものに対応するための教育をどうするかということが明記さ

れております。これから１０年先、さまざまに変わっていく社会に対応した人材を育て

るためには今までのような知識偏重の教育ではなく、自分で考えて自分で行動して自分

で切り開いていくという資質、能力が試されます。そのためには小学校、中学校ではや

はり少人数の学級ももちろん行っておりますし、ＴＴによる学習もやっております。少

人数でやることによって一人一人が表現力、みんなの前で発表したりする力を発揮でき

るわけでして、大人数の中では目立たない存在であっても誰もが活動できるという場面

を設定することができます。

また、思考力、判断力、表現力については、先ほど申しましたように主体的、対話的

で深い学びが実現できるような授業改善を行うことによって、定着していく能力だとい

うふうに感じております。考えております。以上です。

○議員（13番 岡田 聰君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、岡田議員。

○議員（13番 岡田 聰君） 最後にちょっと、子供の貧困対策についてちょっとお考

えを伺いたいと思います。

昨今は社会情勢といいますか、子供の貧困ということも言われ出しました。以前は、

昔はそういうことはなかったなと感じるわけですが、大山町でもその貧困、子供の貧困

ということがまだ顕著にはなってないと思うんですけど、そういう問題が浮かび上がっ

ているところもあるんじゃないかと思いますが、そこらあたり子供の貧困、これの対策

としまして就学支援体制あるいは教育相談体制、経済的支援、これはなかなか難しいと

ころですが、それから学習支援とか生徒指導、進路指導、これらの充実が必要だと思い

ますが、実際に大山町でこういうことをやるケースが生まれているのか。子供が貧困で

学習意欲の低下等影響があるようであれば、非常に取り返しのつかないことになります

ので早目にこういう支援が必要だろうと思いますが、どうお考えでしょうか。最後にお

願いします。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 岡田議員さんのおっしゃるとおり、全国的に子供の貧困問題

というのは問題視されております。６人に１人の子供が貧困であるというようなデータ

も出ているところでして、それだけ貧困な状態だと親が教育に対するお金を子供に十分

に出してあげれないというようなことで、十分な教育を得られない状況が生じてくる可

能性があります。

この貧困対策に応じてということで、一つは今大山町が行っております保育所料無料

ですとかそれから給食費半額補助、また高等学校の通学費援助というものによって、そ
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のことによって親はそれに、子供に援助するお金がまたふえますし、また子供と触れ合

う時間もふえていくというようなこともあると思います。

また、単町事業としまして、準要保護児童生徒援助費として学用品の補助、通学用品、

また校外活動費、新入学準備品、準備金、医療費などの援助を行っているところでござ

います。以上です。

○議員（13番 岡田 聰君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、岡田議員。

○議員（13番 岡田 聰君） 最後と言っておりましたが、もう１点だけお願いします。

新しく始まる道徳の教育について、あの、世の中模範となるべき国会議員の先生方初

め世の中には本当に社会に不道徳が、な行いが蔓延しておりますが、こういった社会現

象の中で子供たちに本当にどうやって道徳の大切さを教えていくのか、その点の心構え

も一つお願いいたします。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 道徳教育についての御指摘がありました。

このたびの学習指導要領改訂、また特別の教科としての道徳というものの背景には、

現在問題になっておりますいじめですとか、それから子供たちの規範意識、親の規範意

識、また社会の大人の規範意識を正すという部分があります。やはり私たち大人が見本

を見せてやらないといけないと考えます。

先ほど申しました子は親の鏡という言葉があるとおり、親また大人が子供たちにこう

見本を見せるというところが大切であると考えます。子供は子供のときに社会規範、ま

た道徳性を養いますが、年老いたら模範を見せるという言葉があるように、町民全体ま

た大人が子供に規範を見せて見本を見せるというところが必要になってくるというふう

に考えております。

○議員（13番 岡田 聰君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、岡田議員。

○議員（13番 岡田 聰君） ２問目に参ります。介護保険制度改正への対応は。

政府は、経済財政一体改革で制度の持続可能性を確保するために、２０１６年度以降

の３年間を集中改革期間として社会保障費自然増部分を毎年０００億円まで圧縮する

とした。２０１７年度予算では、医療と介護で４００億円の削減目標を掲げた。この

改革は８年間をめどに、中長期的な側面と２０１７年度社会保障費削減という短期的な

側面をあわせ持つ改革として構成され、具体化されております。

そこで、 地域包括ケアシステムの進化、推進の具体化にどう取り組むお考えか。

前期の過去最大の介護報酬改定で町内介護事業者の状況はどうか。全国では倒産する事

業者もあったようでございますが、どうでしょうか。また、サービス低下につながるよ

うな事例はないか。 ２割負担者のうち、特に所得の高い層（年金収入等３４０万円以
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上）の負担割合を３割とする。この改正で、町内の該当者は何人くらいか。 介護納付

金について、総報酬割（報酬額に比例した負担）の導入、この改正の影響は。 見直し

内容、保険者機能の抜本強化ということで、自立支援・重度化防止に向けた取り組みの

推進、これの対応は。財政的インセンティブ付与の規定の整備、これの対応は。 新た

な介護保険施設「介護医療院」の創設、これの対応はどうお考えでしょうか。以上です。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。岡田議員の２問目の質問にお答えいたします。

まず、１つ目の地域包括ケアシステムの進化、推進の具体化にどう取り組む考えかと

いうことですが、これはデータ分析をしっかりといたしまして、そのデータ分析をもと

に介護予防、重度化防止等に取り組んでいきたいと考えております。

２番目の前期の過去最大の介護報酬改定で町内介護事業者の状況はどうか。また、サ

ービス低下につながるような事例はないかということですが、聞き取りを担当課がしま

したところ、収入が減って苦慮している事業者は確かにあるということでございます。

しかしながら、各事業所が人員面などで工夫をされておりまして、サービスは維持をさ

れている。サービスの低下につながるような事例はないというふうに聞いております。

それから、３つ目の２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする改正

で該当者が何人ぐらいかということですが、これは今年度の所得状況で計算をしたとこ

ろ１１人が該当するということでした。

４番目の介護納付金について総報酬割の導入、この改正の影響はということですが、

これは加入している保険によって負担の増減はあるというふうに考えておりますが、激

変緩和のため段階的な導入で影響は少ないというふうに考えております。

それから、５つ目の見直し内容ということで、自立支援、重度化防止に向けた取り組

みの推進ですが、これは介護保険事業計画策定委員会の中で検討していきたいというふ

うに考えております。

そして財政的インセンティブ付与の規定の整備ですが、これは具体的な指標がまだ出

ておりませんので、具体的な指標が出てから対応していきたいというふうに考えており

ます。

６番目の新たな介護保険施設、介護医療院の創設ですが、これも具体的な介護報酬や

基準、国の中でもまだ検討中でありますので、動向を注意しながら支援をしていきたい

というふうに考えております。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（13番 岡田 聰君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、岡田議員。

○議員（13番 岡田 聰君） 大山町高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画、これ

平成２７年度から平成２９年度までの計画でございますが、第７期に向けて課題とその
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解決のための対策などが反映されますでしょうか。

それと、大きく変わる点がございましたらお願いいたします。

それから、新たな……先ほどございました。これまずお願いいたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。担当課からお答えいたします。

○福祉介護課長（松田 博明君） 議長、福祉介護課長。

○議長（杉谷 洋一君） 松田福祉介護課長。

○福祉介護課長（松田 博明君） 岡田議員から、第７期の介護保険計画に向けての何点

かの御質問いただきました。

まず最初に、第７期に向けての課題と、これ計画の中に反映かということであります。

確かに今現状でありますような課題につきましては、これから介護保険策定委員会を開

催してまいりますので、その中で関係委員さんもいらっしゃいますので、いろんな御意

見を聞きながら計画のほうに盛り込んでまいりたいと思います。

それから、７期で大きく変わる点ということでございますが、大きく変わる点といた

しましては既に地域支援事業とか総合事業としてスタートしておりますが、今後こうい

ったものが大いに変わってくるというふうに思いますし、先ほど御質問でありました点

ですね、３割負担が導入される等あると思います。

それから、新たに介護施設の指定関係が県から市町村へ移譲されるということでござ

います。これも含めて、介護保険計画というものをまた検討してまいりたいと思います。

○議員（13番 岡田 聰君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、岡田議員。

○議員（13番 岡田 聰君） ５項目めに上げておりますが、財政的インセンティブ付

与の規定の整備ということで国の方針示されていますが、インセンティブといいますと

意欲向上のための目標達成のため刺激策というようなことらしいですが、ある講師さん

が言っておられました。１日１円のインセンティブでもやる気が変わるという調査の結

果が出ているようでございます。効果が出るから費用をかけるのではなく、効果を出す

ために投資する。そんな攻めの健康経営が求められると言っております。

胃腸やメンタルの（聴取不能）あるいは首や肩の凝りなどの不調による損失、これは

ある会社ですが、１人当たり毎月４万０００円に上るというように結構健康を害する

ために損失が生まれる。そのため少しでも健康維持の意欲向上のために、そのインセン

ティブ付与ということは言われます。言われております。

例えば日産自動車なんかでは、４０歳以上の従業員と家族の方に毎年行われます健診

結果で改善されれば何ぼかの、年間幾らかの記念品あるいはそういうものを渡す。それ

から４０歳以下の人については、年間の医療費が少ない人に幾らかの記念品等を差し上

げてる。そういう実際の行われている例もございます。
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私も随分昔になりますけども、健康保険、会社の健康保険組合で健康維持のために日

ごろから運動を奨励していまして、日常的に何かやれば点数をつける。例えば縄跳び何

十回で何点とか、ジョギングで何点とか、体操で何点、あるいは球技をやった場合は何

点。それ年間通じて点数を重ねていって、最後に合計点数で記念品とかえていただくと

いう。非常に大きな結果、きっかけを与えてもらって運動習慣がつくと思います。

介護予防にもなると思いますが、これらの点、御検討される考えはないでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

財政的インセンティブ付与に関してですけれども、岡田議員が例で示されたように民

間の企業ですとよくたばこをやめたら幾ら手当が出ますよとか、そういう健康面に対す

るインセンティブというのは、付与している会社もたくさんあるのかなというふうに考

えております。

介護予防にしましても健康対策にしましても、やはり要介護になる人が減る、あるい

は病気になる人が減るというような活動に対して何らかのインセンティブがあれば、そ

ういった活動が盛んになるということが考えられます。今、その国のほう、国、県のほ

うでもいろいろと検討しているところだというふうには考えておりますが、町としまし

てはそういう動向を見ながら、いろいろと検討していきたいなというふうに考えており

ます。

○議員（13番 岡田 聰君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、岡田議員。

○議員（13番 岡田 聰君） の基本的方針の中で、厚生労働省が示したものに市町

村による地域社会、地域住民と行政等との協力して協働による包括的支援体制づくり、

福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化とございますが、これ

ら必要と思われますがどうお考えでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。必要だというふうに考えておりますが、詳細は担当課か

らお答えいたしたいと思います。

○福祉介護課長（松田 博明君） 議長、福祉介護課長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、松田福祉介護課長。

○福祉介護課長（松田 博明君） 地域包括ケアにかかっての地域福祉計画の策定でござ

いますが、大山町では既に地域福祉計画を策定しております。これはこれまで任意でし

たが義務化をされたということでありますので、現在策定されております。今年度が策

定の見直しの期間でありますけども、これにつきまして当然介護保険計画の上位計画に

なりますので、それを踏まえながら地域福祉計画の策定にかかってまいりたいと思いま
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す。

○議員（13番 岡田 聰君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、岡田議員。

○議員（13番 岡田 聰君） 認知症対策について伺います。

ある大学が認知症の家族４００人を対象に調査した結果でございますが、認知症と診

断した医療機関の対応について、４割の人が満足していないと回答があったそうです。

その理由として上げられたのが、詳しい説明や情報提供を受けられなかった。多くの人

が同じような不満を感じていると思います。私も身近に抱えておりまして、専門病院、

開業医へ行って診断を受け薬をいただいたわけですが、何ら詳しい説明もなくてただ薬

を渡されるというようなことがずっと続いておりまして、とてもこんなとこじゃどうに

もならないと大きな病院へ行って再診察していただいたわけですが、専門病院では認知

症の初期だということで、ただ認知症は治る病気ではないということを言われました。

ただし薬が、認知症の進行をおくらせる薬がありますので、それを飲まれますかという

ことで何カ月か飲んでもらったんですが、結構、個人によってでしょうけども、頭痛が

したり激しい吐き気に襲われたり、結構副作用のようなものがありまして数カ月でやめ

て今は何も飲んでないんですけども、非常に初期の段階、まだ家庭生活は自分で自立し

てできる、料理もできる、新聞も読める、読み書きもできる、遠くまででも歩いて行け

るというような初期の段階。ただ、免許証は返納しておりますので非常に移動手段に苦

慮しておりますが、そういう段階でのつくづく感じますのは、どっか集える場が欲しい

ということでございます。地区の集会所なんかで週１回とか元気アップ教室とか開かれ

ておりますが、週に１回だけでございます。あとどっか行くところないかとか、あるい

は何か仕事がないかとかそんなことを言っておりまして、非常にふだんからそういう認

知症に限らず高齢者の方がいつでもふらっと出かけていって多くの人と交わったり、あ

るいは手作業のようなものをやったり体操したり、たまにはそういうところに、その、

町の保健師さんとか介護福祉士、介護予防士とか、そういう方が来ていただいてたまに

は指導していただく。介護福祉士です。保健師さんとか看護師さんとか。何かそういっ

た施設があればもっともっとその認知症進行を食いとめて健康、ある程度は過ごせるん

じゃないかとつくづく感じているところでございます。

そういう施設で、例えば食事の指導とかあるいは運動の指導とか、そういうことをや

っていただければもっともっと認知症対策になるんじゃ、なるんではなかろうかと考え

ますが、どういうお考えでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

昨日の吉原議員の質問の中でもありましたが、認知症サポーター等の制度を活用しな

がら、４割の人が病院にかかったときに情報が不足していて満足をされてないというこ
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とですけれども、医療機関だけでやっていくのも限界があろうと思いますので、やっぱ

り地域全体でその認知症の理解を、のある人をふやすような取り組みは必要だろうとい

うふうに思っております。

医学の発達によっては今後何らかの改善はあるのかもしれませんが、現状としては認

知症は進行をおくらせる薬しかないということですけれども、岡田議員が御提案されて

おりますその高齢者の人が気軽に集まれるような場所があって何かするようなことがあ

ればですね、日ごろ受ける刺激というのは家で一人でいるよりもとても多くて、恐らく

そういったことも認知症の進行をおくらせる一つの要因になろうかと思いますので、そ

ういった高齢者の方が集えるような場所を何かできないか考えてみたいと思います。

○議長（杉谷 洋一君） はい、岡田議員。

○議員（13番 岡田 聰君） 終わります。

○議長（杉谷 洋一君） これで岡田聰議員の一般質問を終わります。

○議長（杉谷 洋一君） ここで休憩をとります。再開は１０時３５分とします。

午前１０時２３分休憩

午前１０時３５分再開

○議長（杉谷 洋一君） では再開いたします。

次に、１０番、近藤大介議員。

○議員（10番 近藤 大介君） はい。近藤大介です。

そうしましたら、このたびは通告に従いまして２項目質問をいたしたいと思います。

まず初めに、町長に質問でございます。豪雨災害の備えについてということで質問し

たいと思いますが、先日もあの台風が来まして、被害が出ないか心配したところですけ

れども、このたびの台風では目立った被害もなかったということで、今、少し胸をなで

おろしておるところではございますが、いつ何どきどういう災害があるかわからないと。

ましてことし７月ですね、九州北部を襲った豪雨災害ではお亡くなりになられた方が３

６人あったり、家屋がですね、流されたり全半壊したというような家が７５０戸と非常

に大きな被害が発生しております。あのテレビ等のニュース等を見ておりますと、この

ときですね、この九州北部豪雨災害のときに河川の氾濫があった福岡県朝倉市では、こ

のとき１時間で最大雨量が１２ ５ミリと。また２４時間雨量では５４ ５ミリ、７２

時間雨量が６１５ミリだったそうです。

私は、本当にこれぐらいの大雨が大山町で降ったらどうなるんだろうなということを

考えたりもして、実際に過去の大山町の気象データとか調べてみたりしましたら、大山

町でも近年、平成２３年９月に大山、特に山間部のほうでですね、２４時間雨量で５２

４ミリとまさにせんだっての朝倉市に匹敵するような大雨が降って、１週間でこのとき

は０００ミリ雨が降ったと。思い出しますと、このときは本当に山間部のほうでです
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ね、河川や農地、道路などでも崖崩れだったりとか被害があったなということを思い出

したりしました。幸いその平成２３年９月の豪雨災害のとき、大山町では人命や、人命

が失われたり家屋に重大な被害があるというようなことはなかったわけですけれども、

ひょっとしたらあれ以上の雨が続いていたらどうだったんだろうというようなことも考

えたりします。

古い歴史等ちょっと調べてみますと、大山町史を少し調べてみましたところ、明治２

６年には大山佐摩で１週間に６００ミリという非常に大雨が降って災害が起こったと

いう記述がありました。当時は河川の整備なども十分ではなかったわけですから、この

とき旧大山村では死者こそなかったけれども、河川の氾濫により１０５棟の家屋が流失

したり倒壊したというような記述がありました。

このときの大雨で下流のほうはというと、福尾の集落で堤が決壊して２ヘクタールの

農地や山林が流失したというような記述も見られたところです。そう思うとですね、現

在災害に対応するような形で道路も河川も整備されているとはいえ、予想を超える大雨

が降ったとき本当に大丈夫なのか。現在の状況について執行部に問いたいと思います。

具体的には、１つ、仮に今ですね、１週間で６００ミリという大雨が大山町に再び

降ったときにですね、どのような被害が想定されるか。

２つ目、そういったときにですね、河川の氾濫だったりため池の決壊、崖崩れなど備

えは十分にできているのか。

３つ目、そういった災害に備えてですね、集落ごとでの自主防災組織の取り組みもし

ておるわけですけども、自主防災組織の現在の活動の状況やあるいは啓発の状況、そう

いったことを含めて大山町民の防災意識の状況、また今後の課題などについて町長がど

のように認識しておられるか。以上、質問いたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。近藤議員の１問目の質問にお答えをいたします。

まず１つ目、仮に今１週間で６００ミリの豪雨が大山町であった場合、どのような

被害が想定されるかということですけれども、現時点では洪水・浸水想定区域が設定さ

れておりませんので想定ができておりません。しかしながら、県が来年の出水期までに

簡易想定で本町の県管理河川の０００年に１度の想定最大規模の降雨による洪水・浸

水想定区域が示されますので、その後は判断ができるものというふうに考えております。

２つ目の河川の氾濫への備えですが、町内の主な河川は二級河川で県の管理でござい

ます。これは水位計などでリアルに、リアルタイムに監視をしております。ため池の決

壊への備えですけれども、ため池の管理は受益者と地元関係者が管理をしております。

ただ、豪雨災害のおそれがあるときは町職員もパトロールをしております。先週末の台

風１８号のときも職員がパトロールをしておりまして、どんなパトロールをしているか

一緒についていって確認をしてきております。決壊時に被害が予想されるため池に関し
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ましては、ハザードマップ等の作成をして避難経路の周知、確認もしているところでご

ざいます。

それから、崖崩れへの備えですけれども、急傾斜地崩壊危険箇所に指定されていると

ころは県が定期的に管理をしております。町も不定期ではありますけれども点検等をし

ております。

それから、３つ目の自主防災組織の活動や啓発活動など町民の防災意識の状況、課題

ということですけれども、自主防災組織に関しましては熱心に取り組んでいただいてい

るというふうに思っておりますが、やはり集落によって温度差があるんじゃないのかな

というふうに思います。防災意識の向上としまして、町民全体に対しましては総合防災

訓練を通して防災意識の向上を図っていっております。

課題としましては、町民全体として万一に備える意識というのがなかなかまだ共有で

きていないのかなというふうに思います。何かがあった際に、万一に備えるという意識

を持つというのが防災につながっていくものだというふうに考えております。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（10番 近藤 大介君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、近藤議員。

○議員（10番 近藤 大介君） はい。何点か再質問をしていきたいと思いますけれども、

まず最初に１週間で６００ミリぐらいの大雨だったとき、一体どのような被害がある

のかということで質問をさせていただきました。

今、お答えの中でですね、想定はできていないということと、これから県の、県が作

成する想定に基づいて考えていきたいという話もありましたが、今聞いたところによる

と鳥取県では０００年に１度の大雨ということを想定してあるようですが、実際大山

町ではあの冒頭申し上げましたように明治２６年、何年前かちょっとあれですけど、大

体１００年ぐらい前にこんだけの大雨があっていると。０００年に１度となると、週

単位でいけば６００よりもどのぐらい多い雨量を想定するのかどうかはわかりません

けれども、要は１００年前に１週間で６００ミリの雨が降ったというのは事実で、そ

れは恐らく今後もあり得るだろうと。やはりそれぐらいの雨があったときに、現状でど

うなのかという想定はやはりちゃんとしとかないけないと。県が今回、ね、主動してさ

れるということではありますけれども、やはりそういう想定はきちんとしておかなけれ

ばならないということの必要性について町長の意識といいますか、再度まず最初に確認

しておきたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい、お答えします。

来年県が作成するその想定に基づいて、大山町もしっかりと判断をしていきたいなと

いうふうに思っております。まだまだ県がこういったものを想定しないということであ
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れば、町独自でも動いていかなければいけないのかなというふうに思いますが、来年と

いうことでありますので、その動きを待ってから対応していきたいと考えております。

○議長（杉谷 洋一君） はい、近藤議員。

○議員（10番 近藤 大介君） はい。その想定をする際ですね、７月２０日の日本海新

聞の報道によるとですね、鳥取県は、あの、災害時の流木の危険箇所を洗い出すという

ことで新聞記事が出ていました。というのも、その先ほど引用した朝倉市の例でもです

ね、土砂崩れで河川とかに山林の木が流れ込んで、それが河川をふさいだり、あるいは

流木が堤に何ていうんですかね、被害をもたらすようなことがあったりとかというよう

なことがあった、ことを受けてだと思うわけですけれども、あの、きちんとやはり単純

に雨のことだけではなくって、やっぱり崖崩れによる被害と複合した被害が発生するこ

とをしっかりと、何というんですかね、想定しながら対応していくことが必要だと思う

わけですけれども、その辺も含めて当然検討されるというふうに理解してよろしいでし

ょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

県もそういったものを想定するということですけれども、町としましても近藤議員の

御指摘いただいたとおりの流木や崖崩れ等、豪雨によるその水位の上昇以外の直接的要

因以外にも間接的に発生し得る災害も想定しながら対応していきたいというふうに考え

ております。

○議員（10番 近藤 大介君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、近藤議員。

○議員（10番 近藤 大介君） はい。それでですね、河川のこともあるんですけど、一

つそのため池についてもちょっと心配だなと思うところがありまして、町長の説明でも

ですね、ため池については通常は基本的には施設の管理者といいますか、水利組合なり

の方が点検したりされてるわけですけれども、あの、大雨が予想されるときにですね、

きちんとそれが、何というんですかね、水位が上昇しないように適切な対応がされるか

どうか。今、水利の関係者も高齢化していたりとか、水利組合によっては定期的に役員

もかわられたりしてですね、雨が、大雨が降るかもしらんけん確認に行かないけんなと

いう意識が、やはり必ずしも徹底されるかどうかちょっと心配に思うところで、やはり

定期的に町のほうからもそういったことの注意の呼びかけ、水利の関係者に対してです

ね、呼びかけしていくことも必要じゃないかなと思うんですけど、そのあたりのお考え

はどうですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。
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そういう町の管理じゃないものに対して、そのため池の管理者等にこう啓発していく、

意識づけをしていくということも大切だろうというふうに考えております。

それにつけ加えまして、やはり町の管理でなくても豪雨災害等が予想される際には、

先週の台風１８号のときも旧３町それぞれ３班ごと、合計９班で町内を職員がパトロー

ルしております。ため池の水位なんかも確認しながらしておりますので、そういったこ

とで任せっきりではなくて、町のほうでもしっかり対応していきたいと考えております。

○議員（10番 近藤 大介君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、近藤議員。

○議員（10番 近藤 大介君） はい。その辺、抜かりなくね、対応していただいている

ようですので引き続きお願いしたいと思いますけれども、あわせてですね、それでも万

が一やはり注意をしていても、対策をとっていても想定外でため池が決壊するというこ

ともあるかもしれません。そのときに一体どのようなことになるのか。あの、ため池の

下流部での集落では、現在ハザードマップを作成したりしてその注意を呼びかけるとい

うか、いう取り組みもしておりますが、全てのため池でそういう対応ができているとい

うわけでもないようでございます。そういったため池あるいは河川についてのハザード

マップの取り組みについて、今後の取り組みどのように考えておられるのか説明お願い

します。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。何かのその災害があったときに、どういうふうに避難す

るかといったことは非常に重要なことかなというふうに思います。

ハザードマップを作成して被害を想定しながら、この集落の人はこういうふうに避難

してくださいというのが事前に周知されていればされているほど、何かあったときに被

害、人的被害が防げるのかなというふうに思っておりますので、ハザードマップの整備、

それから整備するだけじゃなくてしっかりとそれを住民の人に理解していただけるよう

に取り組んでいきたいというふうに思っております。

○議員（10番 近藤 大介君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、近藤議員。

○議員（10番 近藤 大介君） はい。そこでですね、自主防災組織現在１６７集落中、

組織されているのが１２１集落でしたでしょうかね。まさにそういった災害時の対応に

ついて、既に取り組んでおられるところもあるかもしれませんけど、自主防災組織でで

すね、避難路の確認だったりあるいはハザードマップの作成であったり、作成済みのと

ころは点検であったりとかいった取り組みをまさに自主防災組織でやっていく必要があ

るんじゃないのかなというふうに思うわけですけれども、現状まだなかなかそこまでで

きていない集落も多いように感じます。やはり住民の意識啓発の一環として、自主防災

組織でそういう取り組みを促していく政策も必要ではないかと思いますし、その一環と
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してですね、模範となる、モデルとなるような取り組みをしておられる集落、自主防災

組織については例えば表彰するだとか、広報でここの集落はこういう取り組みをしてお

られますよというような紹介をしながら、より町民で共有できるようにしていくことも

必要ではないかなと思いますが、そのあたりのお考えはどうでしょう。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

自主防災組織も、集落によっては自主防災組織できたら補助金もあるしというような

ことでつくり始めておられるところもあるかと思います。組織ができた上では、やはり

その自主防災組織が活動を強化していっていただけるのが一番防災につながっていくの

かなというふうに思っております。さまざまな自主防災組織の活動はあろうかと思いま

すが、その取り組みがよくされている集落の例を参考にしながら、取り組みがまだまだ

少ない集落に紹介をしたりしながら、それぞれの自主防災組織の活動が高まっていくよ

うにしていきたいというふうに考えております。

○議員（10番 近藤 大介君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、近藤議員。

○議員（10番 近藤 大介君） はい。備えあれば憂いなしと昔から言いますのでですね、

しっかりとした備えができますよう引き続き御尽力いただきたいなと思います。

次の質問に移りたいと思います。次はですね、外国人労働者の受け入れについてとい

うことで、町長と今回はあわせて農業委員会長さんに質問をしたいと思います。

国の国家戦略特区でですね、このたびこれまで日本は単純労働者、外国人の単純労働

者は受け入れないという国の政策があるわけですけれども、国家戦略特区の取り組みで

ですね、農業部門での外国人労働者に門戸を開くといいますか、条件を緩和するという

ことの制度改正があったようでございまして、９月６日、せんだっての議会の全員協議

会でこの国家戦略特区の制度を使って大山町でも外国人労働者の受け入れを進めるとい

うことの報告が町長のほうからあったわけですけれども、これまでですね、そういった

議論が大山町であったわけではなかったので非常に驚きました。何の話だというふうに

思ったりもしてるわけですけれども、どういう内容なのか私もまだ十分に把握はできて

おりませんので、内容なり経緯なり今後のことについて町長と農業委員会長にお考えを

伺いたいと思います。

まず初めに町長にですが、農業部門での外国人労働者を受け入れをすると。聞くと現

在でも外国人実習制度、研修制度で実習生を受け入れているという制度はあるわけです

けれども、それを拡大して今度はもう労働者の立場での受け入れをするということのよ

うですけれども、実際に大山町の農家はどのような形で外国人労働者の受け入れをする

のか。どういった人を人選するのかとか、作業の研修だったり語学の研修はどのような

形でされるのか。雇用契約のことであったりとかどういう形で住まいをされるのかなど
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ですね、もう少し詳しく説明をいただきたいと思います。

次にですね、外国人労働者を農業部門で受け入れることによる受け入れ農家並びに大

山町にとってのメリット、デメリット、これについて整理して説明いただきたいと思い

ます。

それからですね、外国人研修制度あるいは外国人労働者のことについては時々トラブ

ルになったりするということも見聞きしたりしております。言葉が違ったり生活習慣も

違う、文化も違うという中でですね、摩擦とかトラブルが大丈夫なのかということの心

配、これは一般町民にとって一番最初に心配されるとこだと思うんですけれども、こう

いった制度を進めるに当たって円滑に進めていくためにですね、行政、国や県や大山町

はどのようにかかわっていくのか説明していただきたいと思います。

最後に４点目としてですね、冒頭申し上げましたけれども、もともとそういった下話

など何も聞いていない段階で、いきなり相談ではなくって特区申請に手挙げをしました

とある意味事後報告を受けてですね、非常に戸惑っておるわけですけども、これまで外

国人労働者の受け入れの、外国人でもいいからとにかく安い労働者に来てもらわないと

もう農業は、農家は成り立たないんだといったような必要性について、農家からどのぐ

らいの要望があっていたのか。以上の点についての説明をお願いいたします。（発言す

る者あり）

ごめんなさい、引き続いて、今のは町長に対しての質問で、農業委員会長について、

農業委員会長に続けて質問したいと思いますけれども、このような外国人労働者の農業

部門での受け入れということについて、これまで農業委員会でどのような議論をしてお

られたのか。町内の農家さん、農業者の方から、さっきも言いましたけども、もうとに

かく外国人労働者でも来てもらわないと困るんだというような必要性をどのぐらい聞い

ておられたのか質問したいと思います。

もう一つ、農業委員会として外国人労働者の受け入れについてどのように考えておら

れるのか。２点については農業委員会長さんのほうでお願いいたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。近藤議員の２つ目の質問にお答えをいたします。

外国人労働者の受け入れについて、突然の報告で戸惑っているというお話がありまし

た。その情報提供や協議の場が後に回ってしまいまして大変申しわけなく思っておりま

すが、外国人労働者の特区というと急に外国人労働者がいっぱい来るのかなというよう

なイメージをされるかもしれませんが、要点としましては今の既に大山町内でも受け入

れておられる外国人の外国人技能実習のですね、修了生をまた年数を延長して実際に働

いていただく場を設けるという制度ですので、外国人技能実習生に関しての今のところ

の町内での何かこう不満であるとか、議会側からの問題提起等があっておりませんでし

たので、このような事後報告になってしまいました。
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それでは、お答えをしたいと思います。

まず１つ目、農家はどのような形で外国人労働者を受け入れするのかということです

けれども、これは農業生産法人等が特定機関をつくりまして、そこが労働者派遣をする

形で雇用契約をしていきます。

作業研修や語学研修などはどうするのかということでしたけれども、これは先ほども

申し上げましたとおり外国人技能実習の修了生を対象にしておりますので、作業研修、

語学研修は終わっている人が来るという想定でございます。

それから、住居に関しましても、先ほどの特定機関が確保するように計画されており

ます。

２つ目の受け入れ農家及び大山町にとってのメリット、デメリットということですけ

れども、メリットとしましては今の農業の、において人手不足が言われておりますが、

その人手不足に対応が早急にできるというところであるというふうに思っております。

それから、デメリットとしましては、当然のことながらこれはその農業分野にかかわ

らず外国人労働者を受け入れるということはそれだけ日本人の雇用が減るということで

ございますので、デメリットはそういうところかなというふうに思っております。

それから、３つ目の生活習慣等文化の違いによる摩擦、トラブルが心配されるが、円

滑な運用について行政はどのようにかかわっていくかということですけれども、これは

手挙げをしております関係自治体や国と連携しまして適正受け入れ管理協議会というも

のを設ける計画です。この協議会で基準適合性や指導したりあるいは現地調査をしたり、

または外国人労働者からの苦情、相談等の受け付けをして、円滑な運用をしていくもの

でございます。

最後に、外国人労働者受け入れの必要性について農家からどれぐらい要望があったか

ということですけれども、これは地域プランの作成段階でブロッコリー農家さんのアン

ケート調査をした結果、大規模農家で約６割、中規模農家で約２割の要望があったとい

うふうに聞いております。

以上で答弁とさせていただきます。

○農業委員会会長（米澤 誠一君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、米澤誠一農業委員会会長。

○農業委員会会長（米澤 誠一君） この問題の２点について、農業委員会を代表してお

答えいたします。

まず、１点目の外国人労働者の受け入れについて、農業委員会では従来どのように議

論があったか。また、町内農業者から必要性についてどの程度聞いているかとの御質問

にお答えいたします。

これまで農業委員会においては、外国人労働者の受け入れや必要性についてそのこと

自体を議題として議論したことはありません。ただし、後継者不足や担い手の規模拡大

などを議論する中で、町内でも研修生として外国人を受け入れている事例があることな
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どが問題、話し合っております。

外国人が農業研修をしていることは承知しております。また、個々の農家から外国人

労働者の必要性について問われたことはありませんが、作業員を募集しても応募者がな

く、慢性的な人手不足に悩まされている声は作物を問わず聞こえてくる重要な課題だと

考えております。

次に、２点目の農業委員会として外国人労働者の受け入れについてどのように考えて

いるか、この質問にお答えいたします。

本町の農業の現状を労働力の面から考えると、１つ、新規就農者は毎年あるものの本

町農業を推進、発展さすためには絶対数が不足しております。１つ、農家の高齢化が推

進していく中で、個人の営農を維持していくためには農作業の補助員が必要となってる

こと。１つ、担い手農家や新規就農者が規模拡大を進めるためにも作業員は不可欠であ

ります。そしてこの確保すべき労働力は、簡単に手配できるような状況でないのが現実

であります。この人手不足を解消する方策として、外国人の労働力を活用するのも選択

の一つであると考えていますが、一方では雇用される外国人の能力や技能、生活習慣や

考え方の違いなどを安否する声や、一部の大規模な経営体制のみが恩典を受けるような

体制になりはしないかと心配することもあります。意見もあります。このため、農業委

員会としては今後検討が進められる特区制度の具体的な運用方法について、必要として

いる農家が必要なときに必要な人材が確保できるような制度になるよう、農業委員会の

意見も反映していただけるようなかかわり方をしてまいりたいと考えております。以上

です。

○議員（10番 近藤 大介君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、近藤議員。

○議員（10番 近藤 大介君） はい。町長と農業委員会長さんのお答えを今それぞれい

ただいたところなわけですけど、農業委員会長さんにおかれましては御自身が梨の栽培

のスペシャリストでたくさん面積もこなしておられるといった中での、より大山町の現

在の農業の実態に即した形での御答弁いただいたのかなというふうに思っておりますけ

れども、町長にちょっとお尋ねするんですが、今の御答弁の中でですね、メリットにつ

いては現在の人手不足の解消ができるというようなことと、一方でデメリットについて

は日本人の雇用に悪影響が出るということのみにしまわれたわけですが、農業委員会長

の答弁のほうではそれだけではなくて、実際に私もちょっと懸念しておるところなわけ

ですけれども、実際の外国人の方の能力や技能、生活習慣や考え方の違いでですね、ト

ラブルになることがありゃせんかという心配をしておられました。私もちょっとその辺

は大丈夫なのかというところに思うわけですけども、その辺は町長はデメリットとして

は考えておられないんでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。
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○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

確かにその外国人労働者を受け入れた際に、生活習慣等の違いによる、文化の違いに

よるそういった影響はあろうかと思いますが、それであれば今現状で農家さんがそれぞ

れ受け入れていらっしゃる外国人研修生を受け入れている段階で何らかの問題が発生し

ているものというふうに考えておりますが、現状では町内ではそのような大きな問題が

起きているというふうには聞いておりませんので、大丈夫ではないのかなというふうに

は思っております。

○議員（10番 近藤 大介君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、近藤議員。

○議員（10番 近藤 大介君） はい。現状ということでお尋ねしますけども、農業部門

でですね、外国人研修制度を使って外国人の研修を受け入れておられる経営体が大山町

では現在幾つあるんでしょうか。あわせて、何人そこで外国人労働者が働いておられる

のか、それも数字があれば教えてください。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

農業分野に限っては５件というふうに聞いておりますが、人数に関しましては担当課

からお答えします。

○農林水産課長（末次 四郎君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 末次農林水産課長。

○農林水産課長（末次 四郎君） 人数ですけども、大体１５名程度と把握しております。

以上です。

○議員（10番 近藤 大介君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、近藤議員。

○議員（10番 近藤 大介君） 今回質問するに当たってですね、どういった制度で国に

要望を出しているのかということを聞き取りといいますか、資料を担当課に出してもら

ったんですけれども、資料を見るとですね、今後外国人労働者ということでの受け入れ、

毎年１５０人程度を想定しているという計画書になっています。これは米子、境港市、

大山町、この３市町で１５０人ということなわけですが、１５０人というのがですね、

あの、毎年１５０人ずつ、外国人労働者としての受け入れは３年という計画のようです

けども、３年間毎年１５０人でいくと累積すると４５０人になるわけですけれども、そ

ういう４５０人ということなのか、３年間で１５０人ということでの想定なのか。

ただ、これも現在の予定ということで、需要が高まればもっともっと、あのね、２倍

でも３倍でも受け入れするよということになるんじゃないかなと思うんですけれども、

そのあたりの数字についてもう少し詳しく説明してください。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

－１８９－



○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。詳細は担当課からお答えいたします。

○農林水産課長（末次 四郎君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、末次農林水産課長。

○農林水産課長（末次 四郎君） ただいまの質問にお答えいたします。

想定していますのは、その初年度は半分の７５人、それで翌年は７５人ということで

段階的に受け入れをしまして、その１年で１５０人を受け入れするということですので、

ですからその年々１５０人ずつふえていくというわけでありませんで、その年間１５０

人の人数を受け入れするという、ということでございます。（発言する者あり）あの、

想定していますのは一応１５０人というイメージでおります。以上です。

○議員（10番 近藤 大介君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、近藤議員。

○議員（10番 近藤 大介君） はい。それでですね、現状５軒の農家さんで１５名の方

が外国人の方が農作業の研修を受けておられると。今は研修制度です。３年たったら母

国に帰られると。聞くところによると、その人選の段階できちんと帰られるであろう家

庭を持った方を選んでおられるというような話も聞いたことがありますけれども、あの、

この３年間の研修制度も５年に延長されるそうです。なおかつ５年の研修を受けた後に

３年間労働者として働いてもいいよと。８年間この地域におられる。ほかの資料を見ま

したところ、労働者としての３年間、これは３年間ずっととは限らないと。季節労働み

たいな形で半年間日本で働いて、半年は母国に帰ります。また忙しくなったときに半年

来ますということで、例えば半年ずつ行ったり来たりすると足かけ６年間労働者として

この地域にかかわられると。研修期間含めると、１１年間この地域におられるような格

好になります。

そこでですね、あの、例えばこの間の大山チャンネルで、ちょうど中山で仕事をして

おられる外国人労働者の方が３年間を終えて母国に帰られるというようなところをニュ

ースで取り上げておられるのを見ました。農家の方も喜んでおられるし、外国人の方も

去りがたい気持ちもありながらやはり家族が待っている母国に帰るというようなことで、

そこだけ見るといい取り組みかなというふうに思ったわけですけれども、ある意味これ

は３年間で帰るという前提でそうなっているのかなというふうにも思います。

８年間ずっと家族を置いて日本で働くということになった場合、本当に大丈夫なのか

なと。８年間の間ではですね、帰るつもりだったけれども、あるいは近隣の日本人の方

とおつき合いがふえる中でひょっとしたら結婚する方も出てくるかもしれない。結婚す

ればそこで子供も生まれるかもしれない。そういったことがやはりふえていくのではな

いかなと。そういったこともある意味ではいいことだと思います。異文化との交流があ

って、そこでいい出会いがあって定住人口がふえるということになるいい面もあるかも

しれませんが、現実的にはやはりそういった国際間での結婚、中には見聞きすると、ま
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れかもしれませんけど、不倫関係でそういうふうになったりということも実際にあるよ

うです。いろんなそういうつき合いの中でのトラブルも発生することが予想されるわけ

で、単純に今の３年間の研修制度でうまくいってるから、これを８年間外国人労働者で

受け入れしても大丈夫だということに私はならないと思うんですよね。

言いたいのは、もし、私がこの外国人労働者の受け入れをすることに必ずしも反対す

るわけではないわけですけれども、やはり８年間のつき合いができてくる。なおかつ人

数ももっと倍、３倍ふえていく中で、さまざまなトラブルが起こり得るということも考

えた上で、それを住民が、大山町民がそういうこともトラブルもあるかもしれないけれ

ども、いいこともあるだろうという覚悟を決めた上で取り組むなら理解はできるわけで

すけれども、ぽんと町民に、農業委員会にも聞くとまともに相談がしてないようですけ

れども、相談もなしにこういうことをぽんとされるということはやはり住民の理解が得

られないのではないかというふうに心配するんですけども、そのあたりの町長のお考え

はどうですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

今の３年間の研修制度が研修２年と労働者として働く３年の合計で最長で８年まで延

びるということですけれども、３年だったら問題がないけど８年いたら問題が多くなる

っていうその理屈がなかなか理解ができません。

その住民さんへの理解を得る努力というのは、こういう議論の場あるいはさまざまな

情報発信の中でやっていきたいなというふうには思っております。現状として、人手不

足、労働者不足というのは深刻です。特に農林水産業だけでなくてですね、それ以外の

職種でも県内の有効求人倍率が ５９倍ある中で、作業員あるいはそのパートさんを募

集してもなかなか来なくて、事業の継続ができないという会社さんも多くあります。そ

ういう労働力のある意味取り合いの状況になっているこの地域において、労働力をどう

いう形であれ入れてこないと、地域の産業、地域の経済というのは維持できないという

ふうに考えております。確かに外国人労働者を受け入れた際の文化の違い等によるデメ

リット等は懸念するところではありますが、それ以上に労働力がないことによって地域

の産業が維持できないというほうが大きな問題だというふうに考えております。以上で

す。

○議員（10番 近藤 大介君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、近藤議員。

○議員（10番 近藤 大介君） ええとですね、最初の質問のときに今回の申請、国への

申請を上げるに当たってブロッコリー農家にアンケート等をとられたようです。大規模

農家で６割、中規模農家で２割受け入れ希望があったということですけども、これは外

国人労働者として受け入れたいということでの希望なのかという確認をするとともにで
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すね、それぞれその母数ですね、大規模農家何軒、中規模農家何軒からの聞き取りによ

るアンケートなのかお答えください。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。詳細、数字やアンケートの内容等については担当課から

お答えさせていただきます。

○農林水産課長（末次 四郎君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、末次農林水産課長。

○農林水産課長（末次 四郎君） アンケートの内容ですけども、これは外国人労働者を

雇用したいかどうかという要望の内容でございます。

それと軒数ですが、大規模農家は２８戸、２８軒、中規模農家が５０軒でございます。

ただ、アンケートとしましては全ての農家さんからはまだ集計できてないところがご

ざいますので、割合としましては先ほどの答弁でさせてもらった内容でございます。

○議員（10番 近藤 大介君） 回答があったのは何軒ですか。

○農林水産課長（末次 四郎君） ええと、回答がありましたのは大規模農家が１６軒で

す。それと中規模農家が７軒です。以上です。

○議員（10番 近藤 大介君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、近藤議員。

○議員（10番 近藤 大介君） はい。実際にですね、労働力が不足しているということ

は間違いないところであり、農業の後継者の問題というのもあると。それらについて、

何らかの対応をしなければならないというのはこれは間違いのないところだと思います。

そうしたところの選択肢の中で、外国人労働者を使ってというのも選択肢としてはある

と私も思います。

しかしですね、やはりこの地域は農家だけがいるわけでもありませんし、町民として

ですね、農家はそうかもしれないけれども隣人として外国人労働者を受け入れたいと一

般町民が一体どれだけ思っているのか。それはまたね、別個の話じゃないかと思うわけ

です。その中でアンケートみたいな話もありましたけども、聞くと大規模農家で６割と

いうことではありましたけれども、結局２８軒にアンケートとったけども回答は１６軒

中の６割ちゅうことは９軒かそこらですかね。それから中規模農家で２割、５０軒に確

認とったということのようですけども、回答があったのは７軒ということのようですか、

７軒のうちの２割ということですか。だと数としては少ないわけですけれども、あの、

そういった拙速ではないかと。もっといろんな、ブロッコリー農家ばっかりじゃない、

ほかの梨農家だったりとかネギ農家だったりとか、さまざまな農家の意見も聞きながら、

農業委員会としての考えどうなのかとか聞きながら、おっしゃるように進めてからでも

遅くはないんじゃないかなと。何でそんなに先走ってせないけんのかというふうに思う

わけですけれども、町長は３年で問題ないんだから８年でやっても大丈夫だろうという
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のはね、やはり私は短絡的ではないかと思いますがどうですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

その外国人だから問題を起こす、日本人だったら問題を起こさないというのはある意

味偏見なのかなというふうに思いますが、外国人でもいい人はいいし日本人でも悪いこ

とする人は悪いことをするというふうに思っております。ですのでその外国人を受け入

れるデメリットというのは多少なりとはあると思いますが、そんなに大きな問題にはな

らないというふうに認識をしております。

それとですね、件数が少ない中で外国人労働者を受け入れるというのは拙速ではない

かという話がありました。ブロッコリー農家さんだけを聞いてもこれだけの数があって、

今その年間で総数で１５０人規模ということですが、３つの市町で境港、米子、大山で

やったときに単純に３分の１程度が大山町に入ってくると仮定した場合に、恐らくほか

の農家さん、ネギ農家さんだったり梨の農家さんだったりいろいろ聞いていくと、とて

もまだまだ少ないぐらいの規模なのかなというふうに感じておりますので、議論も確か

に大切かと思いますが、試験的にこの特区の制度を利用しながら少数ずつ受け入れてい

きながら、影響をどういう影響が出るかというのを経過的に見ながら議論をしていくこ

とも大切かと思います。以上です。

○議員（10番 近藤 大介君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、近藤議員。

○議員（10番 近藤 大介君） はい。私もね、外国人労働者だから何か問題だと単純に

そこで言ってるわけではありませんが、実際にですね、この外国人研修制度でさまざま

なトラブルが全国で起こっています。特に、あの、実際に働かれる方の研修生の人権と

いうか労働問題ということだけで言っても、国の調査に、何年か前の調査かはちょっと

はっきり確認してきませんでしたが、受け入れ企業、団体のうちの７５％の企業、団体

で違法な時間外労働があったりとか、不払い賃金があったりとかしている。さまざまな

トラブルが発生していると。

たまたまネットで調べたら岐阜県のケースがひっかかりましたけども、岐阜県では平

成２７年、受け入れ事業所を調査したところ、実に９３％の受け入れ企業で、受け入れ

企業、事業所で先ほど言いましたような時間外労働の不払いだったりとか低賃金労働と

かいった問題があっていると。研修制度の段階でもこれだけいろいろ問題があっている

ということは認識した上での判断だったでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

そういう認識はあった上で判断をしております。先ほど近藤議員の指摘では、外国人
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労働者を受け入れるときにその外国人側の文化の違い等による問題等の提起でした。先

ほどの問題の提起は、受け入れる日本人側、日本企業側の問題かと思います。今回の特

区申請でも関係自治体と国で連携をしまして、適正受け入れ管理協議会というものを設

けて適宜指導や現地調査、あるいはその外国人労働者のほうからの苦情や相談の受け付

けをして、そういうことがないように努めていくという制度でございます。

○議員（10番 近藤 大介君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、近藤議員。

○議員（10番 近藤 大介君） 現在の研修制度でも、そういったさまざまなトラブルに

対応する措置がされた上でもこれだけのいろんな問題が起きていると。受け入れる企業、

団体の問題もあれば、働き手の問題も当然あろうかと思います。いろいろね、想定され

るトラブルというのはいっぱいあると思うんですよ。そういう想定されたトラブルをあ

る程度理解した上で、それでもやっぱり必要だよねということで進めるのであれば私は

いいと思うんですけれども、そういったさまざまな不安要因を全く御自分一人だけで判

断して進めるというのはやはりいかがなものかなと。

もう一つ、これからの大山町の進むべき農業のあり方という視点からも、私は少し心

配をしております。まさにね、農業委員会長が指摘しておられました。一部の大規模経

営体のみがメリットがあって、ほかの経営体にはがいに関係ないんじゃないかという心

配があります。今回の事業の枠組みとしては、外国人研修生なり労働者を受け入れる事

業協同組合が一括で受け入れて、米子市、境港市、大山町内の農業経営体に労働者とし

て派遣するという枠組みのようですけれども、その中心になっておられるのは西部で広

く農業経営をしておられる事業所だと認識しておりましてですね、そういったところが

どんどん、確かに耕作放棄地の解消になるかもしれませんけども、町外の農業経営体が

ですね、どんどん大山町の農地を借りて労働者を、外国人の安い労働力を使って収益を

上げると、実際に大山町の農業はかやの外ということがありはしないかという心配が一

つあります。

それからですね、あの、そもそもそういった外国人労働者を受け入れてというような

話はせんだってつくった総合計画には載ってないわけですけどもね、私この「楽しさ自

給率の高いまち」という新しい大山町の総合計画の中で、農業、農業といいますか１次

産業に憧れる若者をふやそうというテーマが一つできています。確かに今、労働力の不

足というのは大きな問題だけれども、それを外国人労働力で補うことがこれからの大山

町が目指すべき農業にかなっているのか。私は、選択肢としてやはり大規模な機械化だ

ったりすることによって対応していくと。そういうことも当然選択肢としてあるわけで、

両方が並立するかもしれないけれども、ひょっとしたら外国人労働者等を使うことによ

って大規模な機械化だったりとか、あるいは農地を集約してやる大規模化のマイナス要

因といいますか、足かせといいますか、ブレーキになったりするんじゃないかという心

配もしたりするわけです。そういったこれから大山町が進めていこうとしている農政の
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ブレーキポイントになりはしないかという心配はないでしょうか。

もう時間がなくなりますから、もう最後にもう一つそのことの答えとあわせてですね、

私はね、今回の取り組みはやはり拙速だと思う。これは米子や境は進められるんかもし

れませんけど、大山町はやはりちょっと住民の意見を聞いてからにしますということで

一旦手をおろすことは可能かどうかということも答えていただきたいし、もしどうして

もこれやるんだということなのであれば、やはり私はね、農業委員会だったりあるいは

大規模農家とかを、あるいはそればかりじゃない、町民の皆さんにですね、こういう事

業に取り組みますという説明をする場を設けるべきだと思いますよ。説明する場を設け

て町民さんにいろんな意見とか声を出してもらって、それに対して町はこういう形で対

応していくということを示さないと、いずれ外国人労働者、結局ヨーロッパのほうでは

移民政策によるトラブルが結局２０年後３０年後４０年後とかに大きな問題になってい

るのを私たちは見ていて、それの二の舞になりはしないかということを心配しているわ

けです。そうならないようにしていくためにも、やはりきちんと住民の皆さんに説明し

て対策についてこういう対策をとっていくという説明する場を設けるべきだと思います

よ。最後に町長の答弁をお尋ねします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

まず、最初のほうにありました一人でその意思決定をしていいのかどうかというお話

がありました。当然ながら、その議決案件であれば議会のほうにお諮りして丁寧に進め

ていくということもあろうかと思いますが、行政内部で決定する政策等の決定は担当課

と当然相談しますし、担当課は関係者とヒアリングをしたり聞き取りをしたり、あるい

は必要があれば私が直接関係者と話をしたりして、最終的に意思決定ができるのは行政

内部では私だけだというふうに考えております。ですので、こういうような進め方にな

っております。

情報提供が少なかったのは確かに申しわけないというふうに思っておりますので、今

後は丁寧に説明をしながら進めていきたいというふうに思っております。

それから、外国人労働者が入ることによって機械化が進まないのか、自動化が進まな

いのかといったような御懸念があろうかと思いますが、近藤議員、安い外国人労働力と

いうふうにおっしゃいましたけれども、外国人労働者を受け入れましても労働基準法は

適用されまして、日本人と同じレベルで採用しないといけない、雇用しないといけない

というふうになっております。

現状としましては、確かにその総合計画にあるように……。

○議長（杉谷 洋一君） 町長、済みません、時間もなくなりましたので、もうゼロにな

りましたので。

○町長（竹口 大紀君） はい。
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○議員（10番 近藤 大介君） まあ最後まで答弁。

○議長（杉谷 洋一君） まあまあ、だけど時間は時間です。

○町長（竹口 大紀君） はい。総合計画にありますように、若い人に農業を担っていた

だきたいというのは長期的な計画としてはやっていくべきだというふうに思いますが、

この短期的な労働力が足りないという課題を早急に解決するためには、やはり外国人の

労働力が必要かなというふうに思います。

ヨーロッパのように長期的に見て移民等の問題等があるかと思いますが、これはあく

までも特区としてある程度数を限定したりしながら取り組むことでございます。これは

影響を見きわめるためにも必要なことであると思います。影響が最初に判断できないの

で、特区というような制度ができているというふうに思っておりますので、御理解をい

ただきたいというふうに思っております。以上です。

○議員（10番 近藤 大介君） はい。終わります。

○議長（杉谷 洋一君） これで近藤大介議員の一般質問を終わります。

○議長（杉谷 洋一君） 次に、９番、野口昌作議員。

○議員（９番 野口 昌作君） はい。９番、野口昌作でございます。

一般質問に先立ちましてですね、今議会の９月の６日にはですね、開会の９月６日に

は副町長席に野間一成副町長が着席しておられましたが、９月１１日にですね、逝去さ

れまして今は白い花が飾ってございますが、私も野間副町長にですね、今後の行政につ

いてのいろいろと期待しておりました。非常に残念でございます。病魔には勝てなかっ

たのかなと思って心から哀悼の意を表する次第でございますし、また御冥福を心からお

祈りする次第でございます。

一般質問に入らせていただきますが、きょうは４問についてのですね、一般質問を提

出しております。よろしくお願いしたいと思います。

最初にですね、資産台帳整備支援事業業務委託の取り扱いについてということでござ

います。これはですね、昨年の９月の平成２７年度の決算議会におきましてですね、昨

年度の９月議会でございますから全く１年前でございますが、このときにですね、決算

書の財産に関する調書で土地地積の山林が７３万５４３平米ふえておりました。不審に

感じてですね、この原因はと尋ねましたが、しかしはっきりした原因がわからずに結局

２８年度の決算のときには調査結果をですね、報告するというようなことでございまし

て、最終的には１年後の決算、この調査がですね、１年かかるというようなことだった

わけでございます。

それで今回のですね、決算議会で報告を受けました。１年かかって調査されての報告

でございますが、それがですね、請負者が出した面積は、結局その調書をつくった業者

が出した面積はですね、入れてはいけない立木の繁る山林面積が入っていたというよう

なことでございまして、私もこの辺をちょっとわかりかねるわけでございますが、そう
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いうような話でございましたと私は思っているところでございますが、この２８年度の

決算調書ではですね、ことしの決算調書ではこの山林が４８万１５２平米が減らされ

ております。２７年度７３０万円ですね、かけてこの調書は作成されております。請負

に出してですね、調査されておりますが、これはですね、結局こういう誤った数字を出

したのは業者であるというぐあいに私は思っておるわけでございますが、この業者がで

すね、請負業者としての責任はどういうことになるのか。それから、町のほうのですね、

監督責任、監督責任はどういうことになるか。

また、それはまた検査されたと思いますけれども、検査された方はですね、どういう

ような考え方、責任はですね、どういうことになるのか。

それから、そういうようなですね、とんでもない数字を出してきた業者にですね、被

害請求なんかをやるのかということをですね、お尋ねいたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） 野口議員の１問目の質問にお答えをいたします。

資産台帳整備支援事業の業務委託に関する責任はどこにあるのかという御質問でござ

います。

この件に関しましては、町が業者にデータを提供して、そのデータをもとに作成され

ております。これは業者が何かを間違えたということではなくてですね、町が立木面積

をですね、山林土地面積に計上したというミスによるもので、その誤ったデータを業者

に提供したためにその業者がそのデータどおりに作成して誤った数字が出てきたという

ものでございます。これは平成２６年、２７年、二、三年前に委託業務をしておりまし

て、謝罪が大変遅くなりますがおわびを申し上げたいというふうに思っております。以

上です。

○議員（９番 野口 昌作君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、野口議員。

○議員（９番 野口 昌作君） ええとですね、今の回答で初めてわかりました。業者の

責任でなくしてですね、総務課のほうですわな、担当は総務課だと思いますけれども、

総務課のほうの提供した資料はですね、とんでもない資料を提供していたということの

ようでございます。あの、昨年からですね、新聞の紙面を飾りますのは大山町の不祥事

問題とですね、琴浦町の議長問題というようなことがあるわけでございますけれども、

本当にですね、不祥事といいますかですね、これとんでもない。私は町のほうがですね、

資料提供した問題だとすればすぐに何かがわかるでないかというぐあいに思っていたわ

けでございますけれども、こういうようなことだったとは今初めてですね、回答で聞い

たわけでございますけれども、結局７３０万円かけて委託業務に出した。それが町の提

供した資料が悪いためにとんでもない数字を出してきた。これは町のほうの責任だと。

税金はですね、どういうぐあいな使われ方になるの、そういうことになればですね。本
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当にこれは何とも、本当に困ったことですね、とにかく本当に。

それではですね、町のほうのそういうことで謝られておるわけでございますけれども、

これから先ですね、その課の中のどういうなら、課の中でどういうような状態でこうい

うことが起きたか。課長が悪いの、課長が一番悪いわと思いますけれども、どういうこ

とでこういうことが起きたかもうちょっと聞きたいわけですが、誰か職員が結局悪かっ

たことになるわけですか、提供したのがね、職員の判断が悪かったのか。その辺をもう

少しちょっと聞かせていただきたいわけです。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

この原因の具体的なものとしましては、その土地データの提供に当たって土地課税台

帳から抽出しておったデータを提供しておりますが、町有地が非課税であるために土地

課税台帳に入ってない土地が多かったというのが原因でございます。

○議員（９番 野口 昌作君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、野口昌作議員。

○議員（９番 野口 昌作君） 今聞きますと、土地課税台帳には入っていない土地が多

かった。もっともそうですわね、町有地ですからね。町有地ですからそういうことだと

思います。とにかく私もよくわかりませんけども、本当に結末をどういうぐあいにされ

るか。７３０万円の請負金額を出してですね、誤ったデータを出してしまってこういう

ことになったというようなことでしまわれるかどうかと思ったりするですけども、それ

はいいことにします。

わかりました。この件はですね、ならそういうことでしまいたいと思いますけども、

課内のこの連絡、ホウレンソウを徹底的にやっていただいて、そういうミスが各課も十

分に考えていただかなければいけないし、コンプライアンスの問題でなしにですね、本

当に課内の、課の皆さんがですね、本当に役場業務、自分たちの業務というものがです

ね、どれだけのものか。税金を使ってですね、仕事をしているんだということをですね、

十分に承知してもらって取り組んでいただかなければならないというぐあいに思います

が、町長どうですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。そのとおりであると思います。今後はミスがないように、

再発防止に努めていきたいと思っております。

○議員（９番 野口 昌作君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、野口昌作議員。

○議員（９番 野口 昌作君） なら次に移ります。

次にですね、６月、９月補正予算と竹口町長の行政姿勢と考え方はということでござ
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います。

竹口町長就任後のですね、６月と９月の補正予算で私が特に注目した予算計上にです

ね、６月補正の教育費の学校給食費補助金、小学校で３０９万０００円、中学校で２

２９万円、９月補正でですね、企画費の負担金補助及び交付金で高等学校の通学定期乗

車券購入助成金８５０万円、それから農業振興費でですね、獣肉解体処理施設建設、こ

れはイノシシのですね、解体処理施設でございますけれども、これに７６６万００

０円がございます。町長はですね、この予算計上に当たって行政姿勢、信条をどのよう

に考え計上したかと。そしてですね、今後どう考えておられるかということをお尋ねい

たします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。野口議員の２つ目の質問にお答えをいたします。

この補正の予算計上に当たり、どういう行政姿勢、信条で当たったかということでご

ざいますが、今まで約５カ月間、人口問題への対応や住みやすい町づくり、子育て世代

の負担軽減で大山町で子育てをしてもらえるような取り組みを目指してやってきており

ます。

今後に関しましては、政策的予算に関しましての効果の検証ですとか自主財源の確保、

それから議会や住民さんにも理解をしていただけるようにもしながら、スピード感を持

ってやっていきたいというふうに考えております。以上です。

○議員（９番 野口 昌作君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、野口昌作議員。

○議員（９番 野口 昌作君） ただいまですね、町長のほうからいわゆる所信表明でで

すね、示したようなことでですね、これをスピード感を持ってやっていくんだというよ

うなことでございましてですね、本当に所信表明ではですね、人口問題とかそれからこ

の住みやすい町づくりの行政改革、行財政改革とかですね、大山開山の１３００年祭の

問題とか、それから地域産業の振興というようなことをですね、この所信表明で述べて

いただいておりましてですね、これに基づいて本当に町長やっていただいたなというこ

とは今の答弁で感じたわけでございますけれども、これやっぱり町長のですね、本当に

実行力、そしてですね若さ、こういう中からですね、出てくるんでないかと思ったりし

ます。

さっきのですね、一般質問の中で近藤議員がですね、外国人労働者の受け入れについ

てのいろいろなやりとりがございましたが、私は３５歳のですね、町長が決断し迅速に

これをやっていく。私は非常に喜んでおります。本当にですね、やっぱり外国人労働者

を受け入れるぐらいやっていかないとですね、大山町のこの風光明媚といいますか、田

園のですね、美しい田園風景は保たれないというぐあいに私は思っております。本当に

ですね、現実はそういうところまで来ておりますから、本当にこういうようなですね、
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政策をどんどん取り入れていただいてですね、やっていただきたいなというぐあいに思

ったりするところでございます。

このイノシシのですね、解体につきましてもですね、この解体施設につきましても本

当にこれから先の運営という問題がございますけれども、この運営等についてもですね、

できるだけの考え方をですね、示していただきながら、そして皆さんにですね、この農

業が発展し人口もふえて、そしてですね、明るい未来が抱けるようなこの大山町をつく

っていただくということでですね、本当に喜んでいるようなことでございましてですね、

あの、本当に新町長、このようにですね、所信表明のことをされたことをどんどん予算

化されるということは本当に町民もですね、期待していると思います。どうかですね、

町民のための行政をですね、行っていただきますように本当に期待するわけでございま

すが、この点についてですね、再度の答弁をお願いいたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

なかなかちょっと質問がわかりにくい部分があったかなというふうに思いますが、私

なりに受けた感じでお答えをさせていただきます。

まずそのイノシシの獣肉解体処理施設、どういう思いでという話が途中でありました

けれども、これはですね、年々被害が拡大しておりますイノシシの被害によりまして農

作物かなり被害を受けております。今までに予算をつけながら、あるいは補助を出しな

がらイノシシの捕獲等には努めてきておりますが、それでも被害が拡大しているのが現

状です。その被害を抑えるためにも、イノシシをとる猟師さんがもっとたくさんイノシ

シをとっていただけるような工夫をなるべくお金をかけずにやっていくのにはどうした

らいいかということで、現状でとったイノシシの肉は廃棄処分等されていたわけですが、

それを流通に乗せることによってある程度その猟師さんへの実入りをふやしたりするよ

うなことで捕獲の意欲を高めていただきたいというふうに考えておりまして、そういう

位置づけでこのイノシシの獣肉解体処理施設を計画をしております。

そのほか全体的なところですけれども、大山町がいろいろな政策を通していい町にな

っていくというふうな実感を住民さんが感じていただけるような町づくりを今後も進め

ていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（杉谷 洋一君） ええとですね、野口昌作議員の質問まだ途中ですけども、ちょ

うどここで区切りがいいようですので、ここで休憩したいと思います。再開は午後１時

としますので、よろしくお願いします。

午前１１時５６分休憩

午後 １時００分再開

○議長（杉谷 洋一君） じゃ再開いたします。
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野口昌作議員。

○議員（９番 野口 昌作君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい。

○議員（９番 野口 昌作君） そうしますと、３問目に入らさせていただきます。

繰越明許費の考え方についてということでございます。平成２８年度の決算で、歳出

の翌年度繰り越しが１９億３９０万円となっております。これは予算総額の１４％に当

たります。今、事務の不祥事と大山開山１３００年で注目されております観光費に至り

ましては、２８年度支出予算５億８６６万円に対して支出額は３４％の１億０６９万

円で、繰越額が６３％の３億９６２万円であります。６３％が繰り越しされていると

いうことでございます。そして内容は主に工事請負費がありますが、２億２９１万円

で先月末に入札されているというぐあいに思ったりしておりますが、この工事請負費は

ですね、２９年度予算計上で執行できたと思っております。さらに、委託料で２８年度

執行額以上のですね、６７０万円の繰り越しをしております。２８年度の執行額は

４６９万円ほどですか、それよりも上回る額を繰り越ししているという状況でございま

す。

予算の原則は会計年度独立の原則があり、会計年度は収入支出に区切りをつける期間

で、公共団体は４月１日から翌年３月３１日までと定めております。これは行政の計画

と結果を比較検討し、行政の成果を見るために一定の期間を定め区切りをつけているも

のであって、尊重しなければならないと思っております。しかし、例外としては繰越明

許費とか事故繰越とか過年度収入とか翌年度の繰り上げ充用とかがございますが、町長

は会計年度独立の原則をどう考えておられるか。現在のこのような状況をどう思ってお

られるか。将来に向かってもどのように考えているかということをお尋ねいたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。野口議員の３つ目の質問、繰越明許費の考え方について

お答えをさせていただきます。

会計年度独立の原則をどう考えているかということでございますけれども、会計年度

独立の原則はこれは理想ではありますけれども、厳格にするとかえって不利あるいは不

経済になるために繰り越しという制度があるものというふうに思っております。

繰り越しの額が大きいというお話がありましたけれども、平成２８年度から２９年度

への繰越額、野口議員御指摘の約１９億のうちですね、町単独の事業に関するものは約

３億で、残りは、残りの約１６億は国や県の事情によって繰り越しをしているものでご

ざいます。

将来に向かってどのように考えるかということでございますが、会計年度独立の原則

は尊重しながら、不利な状況にならないように適宜繰り越しはしていきたいというふう

に考えております。
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以上で答弁とさせていただきます。

○議員（９番 野口 昌作君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、野口昌作議員。

○議員（９番 野口 昌作君） 今、町長答弁の中でですね、この尊重しながらというこ

とでございました。繰越明許については尊重しながらやっていくんだということで……

各会計年度におけるこの年度についてのことは尊重しながら繰越明許もやっていくとい

う考え方でございまして、それはそういうこともあるなというぐあいに思ったりするわ

けでございますけれども、このごろの状況を見ますとですね、第１問目で私が質問いた

しました問題もあったりですね、そのほかいろいろと、あの、町長のほうからの話もあ

ったりするわけでございますが、非常に何といいますか、不祥事といいますか、事務的

にこの問題のあることが多いという状況の中ではですね、何ていいますか、この繰越明

許でも、いわゆる４月１日から３月３１日までには必ずやらなければいけないんだとい

うような気迫の中でですね、仕事をしてるということでなくしてですね、ああ、繰り越

しできるんだというような考え方の中でですね、どうもあらゆる仕事が、心が緩んでい

る仕事になってるでないかと。職員のですね、考え方が、少し心が緩んでるというよう

に捉えるわけでございます。

私、今回は繰越明許の問題を出しておりますけども、その前まではですね、専決処分

の問題もよう出しましたけども、専決処分の野口って言われましたけども、専決処分も

ですね、本当に自分で専決処分をしながらですね、それを全然実行してないというよう

なこともあったりですね、とんでもないようなことが行われておったわけで、このごろ

専決処分はそういうことでですね、少なくなりましてですね、いい方向だなというぐあ

いに思ったりしとるわけでございますけれども。

この繰越明許もですね、そういうようなことに、事務のですね、軽率な取り扱いにつ

ながっているでないかというぐあいに思うわけでございまして、その点、町長、どうい

うぐあいに考えられますか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。繰越明許の野口議員にお答えをいたします。

会計年度というのはあくまでもその手続上の話であって、事業というのはさまざまあ

ります。１年かけてやるものもあれば二、三カ月でできるものもあったり、あるいは二、

三年かけてやるものもあったりします。この繰り越しをしないという気持ちを持ちなが

ら期限を区切って仕事をするという話とこの繰越明許の話は、また別なのかなというふ

うに思います。繰越明許を一切しないというふうな事業の取り組みをすれば、年度途中

で始める事業であっても、翌年度までかかると見込まれるものはその時点で事業はスタ

ートできないわけでありまして、翌年度まで待つというような非常に非効率なことが起

こるわけです。それでこの繰り越しというのがあるというふうに認識しておりますので、
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仕事の期限はしっかり守るような緊迫感を持ちながらも、適宜、繰越明許は使っていき

たいというふうに考えております。

○議員（９番 野口 昌作君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、野口昌作議員。

○議員（９番 野口 昌作君） はい。私ですね、中山のもんですから、中山の役場の状

況なんか聞いたことがございますけど、ほとんど繰越明許なんかはやらずに行っている

というようなことをですね、１０年も前のお話になりますけども、そういうようなこと

だったと聞いたりしておりますけれども。

やっぱり頭からですね、今言われるようなこともあるわけですけども、本当に頭から、

やっぱり繰越明許やらないんだやらないんだというような考え方でですね、進めば、そ

れなりにやっぱり本当に緊迫感を持ちながら、３月で終わらさなきゃいけないぞという

ことになるわけですけれども、本当に安易な考え方だというぐあいに思ったりするわけ

でございまして、そういうようなことをですね、全職員の方、特に幹部職員の方はです

ね、そういうようなことに心を持っていただきたいなというぐあいに思うわけでござい

まして、今、町長がですね、繰り越しもやるんだということでございます。事故繰越と

いうこともあったりするわけでございますが、事故繰越についてもですね、やっぱりて

きぱきとやるというようなこともですね、考えながら、本当に自治法に沿った仕事、業

務をですね、やっていきていただいてですね、町民の生活向上、福祉の向上にですね、

つながるように持っていきていただきたいなというぐあいに思うわけでございまして、

本当に、町長、繰越明許とかですね、事故繰越とかないようなことで、できるだけのこ

とをそういうことでやっていくという考え方になられないかということをですね、再度

御質問いたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。繰り返しの答弁になりますけれども、繰り越しはあくま

でもその手続の話ですので、その仕事の期限を守る守らないというのはまた別に設定を

するべきものかなというふうに思います。期限を決めない仕事というのも多数あると思

いますので、しっかりと期限を区切って、ここまでに仕事をするんだという意識を職員

が持てるようにやっていきたいというふうに思っております。

○議員（９番 野口 昌作君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、野口昌作議員。

○議員（９番 野口 昌作君） はい。４問目に入ります。

観光費委託料の執行体制と進捗状況についてということでございますが、今の繰り越

しのことにもかかわるわけでございますけども、不適切事務が行われた観光費の委託料

の２９年度執行予定額は、２８年度繰越額６７０万円と、委託料についてですけども、

６７０万円と２９年度分の７５６万円で合計１億４２６万円であります。この額
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は、昨年度執行額の ６倍の執行予定額になります。事業が的確にできる体制、いわゆ

る計画、指導、検査体制が整っているか。現在ですね、その委託料についてのですね、

進捗状況はどうかということとですね、この成果を活用できる体制がですね、整ってい

るか。昨年度の執行額のですね、 ６倍もの、委託料についてだけでございますけれど

も、 ６倍もの予算執行を予定してですね、本当にそれができるのか。そうすれば、こ

の前の年はどうだったのかということもなるわけでございますけれども、本当にそうい

うような体制がええぐあいに整っておるかということでございます。また、これがです

ね、ぞろ繰り越しだというようなことになりますとですね、頭からやっぱり考え方がお

かしいでないかというぐあいに思ったりするわけでございますし、それから、業務ので

すね、完成でですね、成果品が提出されれば閲覧できるかということでございますが、

これについてお伺いいたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。野口議員の４つ目の質問、観光費委託料の執行体制と進

捗状況についてお答えをいたします。

事業が的確にできる体制、いわゆる計画、指導、検査体制が整っているかということ

でございますが、計画に関しましては、関与できない時期のものでして、可能な限り現

在の計画の修正や、あるいは効果が見込めない取り組みを控えたりなどで計画を立てて

いっております。指導体制におきましては、中間報告などで確認をしながら指導をして

いきたいというふうに思っております。それから検査体制が整っているかということで

ございますが、検査は基本的に担当課以外の検査員で厳しく行うようにしております。

それから、現在の委託進捗状況と成果でございますが、この成果に関しましては、進

捗を見ながら、事業継続をするのが適切かどうかというのも適宜判断しながら最終的な

成果を出していきたいというふうに考えております。

最後の、業務の完成で成果品が提出されれば閲覧できるかという御質問ですが、政務

調査か情報公開請求の手続をとっていただければ閲覧できるものというふうに考えてお

ります。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（９番 野口 昌作君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、野口昌作議員。

○議員（９番 野口 昌作君） 今、町長、答弁書とかなり違っとりますですね。答弁書

の云々ということになるわけでございますけれども、答弁書読んでおりますと、どうも、

あらあら、あらあらというような状況になるわけでございますけれども。

この答弁の中でですね、検査体制については担当課以外の検査員を配置し厳格な検査

を行ってまいるということでございますが、担当課以外ということになりますと、どう

いうような体制で臨まれる考え方かお伺いいたします。
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○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 詳細は担当課からお答えいたしますが、先ほど述べたとおりで

す。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 議長、観光商工課長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、持田観光商工課長。

○観光商工課長（持田 隆昌君） 観光商工課以外の課ということで、現在、総務課のほ

うから建設課のほうで検査を受けるようにという指示をいただいているところです。以

上です。

○議員（９番 野口 昌作君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、野口昌作議員。

○議員（９番 野口 昌作君） 今、建設課のほうから検査を受けると、建設課の職員で

検査を受けるということでございますけども、これまでもずっとやってきてあるわけで

すけえ、委託料はね。これはそういうやな体制を再構築されたというようなことになり

ますか、新しくこういう体制をさせたということになりますか、その辺をお伺いいたし

ます。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。担当課からお答えいたします。

○議長（杉谷 洋一君） はい、持田観光商工課長。

○観光商工課長（持田 隆昌君） はい。これまでは委託を出しておりました担当課で検

査をしておりましたが、今年度からは建設課ということで、新たな取り組みになるとい

うことで理解しております。

○議員（９番 野口 昌作君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、野口昌作議員。

○議員（９番 野口 昌作君） ええとですね、新たな取り組みの中で建設課の方が検査

されるということでございますけれども、この委託料の中でですね、複合商業施設を核

とした集客力強化事業委託料、それから、これが９００万ですか、それから、高度人材

活用による情報発信力強化事業、これが２００万ですか、それから、水平連携による

選択肢拡大強化事業委託料、これ２００万、文化歴史資産の活用による知的満足度向上

事業委託料、それから、スキー場グリーンシーズン活用事業委託料２００万、バリア

フリー化事業の委託料というようなことが予算書にございますけれども、これらについ

てですね、その、言うならば複合施設を核とした集客力強化事業というようなことをで

すね、建設課の方が何をもって検査させる、されることになりますか。

今、私の言った中でですね、スキー場グリーンシーズン活用事業委託料ということが

２００万ありますけれども、これはグリーンシーズンもですね、スキー場を活用して
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いるということ、そういうようなことがですね、もう明確にわかるようなことにはなる

と思いますけども、そういうようなことを、それはわかりますわね。バリアフリー化の

事業の委託料と、バリアフリー化の事業というのんはですね、何かやっぱり床を直した

りとか階段を直したりとかというようなことがあると思いますけれども、それらもです

ね、委託料というようなことで出してあったりですね、何か本当に、この高度人材活用

による情報発信力強化事業というやなことがですね、どういうことでできてきて、この

建設課の方が検査されてですね、適正な執行、そして税金を使っていく上は効果がなけ

ればいけませんが、これまで「大山」と書いて「おおやま」と読ませるでなしに「だい

せん」と読ませるというようなこともあったりしておりますけどね、それがどういうぐ

あいに効果が出たりしてるのかということを私、疑問視しとるわけでございまして、こ

れらの事業がですね、本当に効果のある委託料としてですね、出されてきて、建設課の

方もですね、それを効果がなる事業だ、こういう目に見えた実績が上がってるんだとい

うようなことはですね、できるというぐあいに確信しておられますか。また、内容につ

いてもですね、そういうことを町長もきちんと承知しながらのことですかということを

お伺いいたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

その建設課が検査して検査できるのか、あるいはそのどういうふうに評価していくの

かというお話ですけれども、今までの観光の関係の事業、観光のみならずですね、大山

町の事業はなかなか評価が後でしにくいものがありました。というのは、計画時点でで

すね、基本的にＫＰＩなどの指数が出ていないと、どういうふうな成果に向けて事業を

やっていくのか、それがわからないために、事業を委託される側も委託する側もどうい

う方向に行くのかがわからない状況で、何となく事業を進めて何となくよかったなで終

わっていたのが今までだというふうに考えております。

この地方創生予算や観光予算に関しましては、基本的には全ての事業でＫＰＩを設定

して、それが達成できたかどうかで、たとえこれが別に専門的な知識がなくても、どの

課が、ほかの課が担当してもチェックができるような体制にしていきたいというふうに

考えております。

そしてＫＰＩの設定に関しましては、地方創生の事業の中で５年後の全体的な指数は

出ておりますが、単年あるいは単事業当たりのＫＰＩ等は出ておりません。委託事業に

関してはこちらで設定することもあろうかと思いますが、プロポーザルのような提案型

の事業委託に関しましては、あくまでも提案者側でどのようなＫＰＩ設定ができるかを

考えていただきたいなというふうに思っております。で、事業継続するかどうかも、そ

の数値目標が達成できているかどうかというのを基本に判断をしていきたいというふう

に考えております。
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○議員（９番 野口 昌作君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、野口昌作議員。

○議員（９番 野口 昌作君） 今、町長のほうがですね、これまでの事業についてかな

り厳しい判断をしておられると、批判をしておられるというように思いましたのでです

ね、それらについては、新町長になったですね、改めて新しい方向で進んでいくでない

かというぐあいに思ったりします。

本当に、この目に見える、やっぱり本当に大山がですね、よくなっていく、大山にで

すね、１３００年祭があるわけでございますけれども、この１３００年祭を一過性のも

のにするでなくしてですね、本当によくしていく、長くお客が来るようにする、そうい

うような捉え方で取り組んでおられると思いますけれども、大山をですね、静かな静か

な山にしていくんだという考え方もあるでないかというぐあいに思ったりいたしますが、

そうでない方向で進むということでございますから。

そういうことでですね、委託料も本当に６月の補正で８００万ものですね、委託料

を計画し、今言われたような成果を出していくという考え方でございます。本当にです

ね、これが、委託料が生きてくるか生きてこないかということでですね、大山観光とい

うことが大きく左右されるというぐあいに思ったりするわけでございまして、町長が言

われましたようにですね、新しい考え方を持って、本当に、私たちもですね、それを見

るためには、このですね、高度人材活用による情報発信力強化事業委託料２００万と

いうようなことがですね、本当にどういう成果があったかということをですね、見きわ

めることも必要だろうと、議会のほうも議員もそういうことを見きわめることが必要だ

ろうと。そうしないとですね、やっぱり緊迫感は生まれてこないなというぐあいに思っ

たりするわけでございますが、そういうことをですね、本当に、町長、今言われたよう

な中でですね、実績を上げていただきたいというぐあいに思うわけでございますので、

再度でございますけれども、そういうような考え方で進んでもらえるかということをで

すね、再度答弁いただいてですね、安心させていただきたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えをします。

この一連の地方創生の関係は昨年度の２月に申請をしておりまして、御承知のとおり

５月に採択された事業がほとんどでございます。その中で、やっぱり計画はしっかり精

査していきながら、どの事業は必要でどの事業は必要でないか。予算がついたので全部

やる、片っ端からやるということではなくてですね、どういうものをやればどういう効

果が出てというのをしっかり見て、あるいは、それでできそうか、できそうじゃないか

というのも判断に入れながらやっていきたいと思います。最終的には、また議会の皆さ

んにも、どういう成果が出たかというところは厳しく見ていただきたいというふうに思

っておりますし、そのときに全然精査しとらんかったがなと言われんように、こちらも
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厳しくやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○議員（９番 野口 昌作君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい。

○議員（９番 野口 昌作君） これで終わります。

○議長（杉谷 洋一君） はい。

これで野口昌作議員の一般質問を終わります。

○議長（杉谷 洋一君） 続いて、８番、大森正治議員。

○議員（８番 大森 正治君） はい。日本共産党の大森正治です。きょうは３問用意し

ておりますので、質問させていただきたいと思います。

最初はですね、国保の、国民健康保険ですが、これの県単位化で本町の国保はどうな

るかというテーマで質問をいたします。

この国民健康保険制度の都道府県単位化、これがいよいよ来年度から始まるわけです。

それに向けまして、鳥取県は市町村の意見を聞きながら、納付金と標準的な保険税の算

定方法、医療費の適正化の取り組み、あるいは市町村が担う事務の効率化の推進など、

国保運営方針の策定作業を進めておられます。一方、国は県に対しまして、８月末まで

に３回目の国保税額の試算結果を報告するよう求めています。試算結果の公表につきま

しては県や市町村の判断に任されているといいますけども、これは当然、議会や住民の

被保険者へ公表すべきだと考えます。

被保険者の関心事というのは、この県単位化によって国保税がどうなるだろうという

ことではないでしょうか。高い国保税を引き下げてほしい、せめて現行より引き上げる

ことがないようにしてほしい、それが被保険者の方々の切実な願いではないでしょうか。

そういう願いに応えて、本町の国保はどうするのか、現時点での状況や方針について、

次のとおり伺います。

１点目、県が国に報告した第３回試算によりますと、本町の１人当たりの国保税額は

幾らになるでしょうか。そして、それは県内の他市町村と比較しましてどの位置にある

でしょうか。

２つ目、現行よりも上昇した場合、どう対応する考えでしょうか。

３つ目、被保険者からすれば、国保税の算定には、資産割を除くこと、あるいは均等

割から子供を除くこと、これが適正だというふうに考えられますが、算定方法を見直す

考えはないでしょうか。

４つ目、子供の医療費の無償制度、正確には小児特別医療費助成、これにちょっと限

っておりますけども、これに対しまして、国はペナルティーとして国庫負担金を減額し

ております。これについてどうお考えでしょうか。

以上、お願いします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。
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○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。大森議員の１つ目の質問、国保の県単位化で本町の国保

はどうなるという御質問にお答えをしたいと思います。

まず１つ目、県が国に報告した第３回試算によると、本町の１人当たり国保税額は幾

らになるかということでございますが、試算では約１１万０００円というふうになっ

ております。県内他市町村と比較してどうかということでございますが、県の平均とし

ては１２万０００円ですので、県平均よりは若干安くなっております。

２つ目の、現行よりも上昇した場合、どう対応する考えかということですが、医療費

の自然増を超えて大幅に保険料が上がる場合は、激変緩和で都道府県繰入金あるいは特

例基金が投入される予定になっております。それをもとに対応したいというふうに考え

ております。

３つ目の、被保険者からすれば、国保税の算定には資産割を除くこと、均等割から子

供を除くことが適正と考えられるが、算定方法を見直す考えはないかとの御質問ですが、

確かに資産割の算定は多少不公平感があるかなというふうに思っております。例えば被

保険者名義じゃないもの、あるいは他の市町村に保有するものは算定外になっておりま

す。できれば廃止をしたいなというふうに思いますが、廃止をした場合には当然その所

得割等に影響が出てきますので、そういった影響がどうなるかというところをしっかり

考えながらやっていきたいというふうに思っております。

それから、均等割から子供を除くことが適正と考えられるがということでございます

が、これもですね、被用者保険にはない負担ということで、非常に不公平なのかなとい

うふうに思います。全国知事会のほうでも、二、三年前、平成２７年ぐらいだったと思

いますが、国に対して、この子供を、均等割から子供を除くことを要望していたかと思

いますので、現状ではその法律があってできないかと思いますけれども、そのような要

望は全国の知事会の方針と変わらないものだというふうに考えております。

４つ目の、子供の医療費の無償制度に対して国はペナルティーとして国庫負担金を減

額しているがということですけれども、これは資料をお配りしておりますけれども、平

成２８年度、約１３９万円減額されています。来年の４月からは未就学児分の減額措置

は廃止という方向ですが、この国が例えば医療費の無償化とかをやっていかない上で、

鳥取県あるいは大山町としても地方自治体でそういう取り組みを頑張っているのに、そ

こにペナルティーが科せられるのは、何か国に従えと言われてるような感じがして少し

違和感を覚えます。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 国保税の試算によりまして、この９月に県のほうに報告

されたのでは、県平均よりも少ないという試算が出ております。本町の場合、ええと、
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何ぼでしたかいな、１１万円、１１万０００円ほどですね、という試算ですけども、

これはまだ不確定ですので、最終的にはどうなるかわからない。来年の１月ですか、ご

ろに確定してくるというようなことですけども、それほど大きな変動はないのかなとい

うふうに予想しますけども、全県から見ても少ないほうだということを、きのうの全協

の資料でもわかりました。総体的なものは別にしましてですね、現行の国保税よりも上

がった場合、これがやっぱり一番被保険者としては心配なわけですから、その場合どう

するのか、どうされるのかということが課題としてあると思います。何を、町のほうと

しても、この被保険者に値上げをお願いするということが第一だというふうには考えて

おられないと思います。これまでの方針は、上がった場合にまず基金を活用したいと、

そこから入れると。それから、それでは足りないときには一般会計からの繰り入れも考

えるということでありました。実際には行う必要がなかったわけですが、それ、一般会

計からの繰り入れは。その考え方に変わりはないでしょうか、まずそれお聞きします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

国保の会計に関しましては、以前から、国保を値上げするのであれば、まずは基金を

活用する、あるいは一般会計からの繰り入れをする前に基金を活用するということでし

てきておりますが、今年度でちょうど基金はほぼゼロになるというような予定です。今

後に関しては、新しい制度になった場合に、ええと、赤字補填のための一般会計からの

繰り入れというのができない、あるいは、してもさらにそこにペナルティーがかかるよ

うなことになっておりますので、どういうふうに一般会計から繰り入れるか。赤字補填

のためでなくていいのであれば、例えばその国保の中でやっている保健事業に対して出

すのがいいのか、そういった手法もいろいろと検討していかないといけないとは思いま

すが、基本的には、物すごくいきなり保険料が上がるというようなことがあれば、何ら

かの措置はしていきたいなというふうに考えております。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） ということで、被保険者の立場に立って考えていただけ

ればと思います。そういう答弁だったと思いますが。

ただ、ちょっと、町長、今の発言の中に、基金がほとんどゼロにもうなってると、な

るというような言い方ありましたが、資料をいただいております、これはいつだったか

な、６月の議会のときだったでしょうか。７００万の基金が今年度残る予定だという

ことですけども、間違いはないでしょうかね。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。ちょっと今手元に資料ありませんので、担当課から答え

－２１０－



させていただきます。

○住民生活課長（山岡 浩義君） 議長、住民生活課長。

○議長（杉谷 洋一君） 山岡浩義住民生活課長。

○住民生活課長（山岡 浩義君） ただいまの御質問についてお答えします。

基金の残額につきましては、今現在、大森議員さんが言われるとおり７００万円、

今現在はございます。ただ、これにつきまして、今２９年度事業をやっております。こ

れについてはまだ予算化というようなことはしておりませんけれども、２９年度の状況

を見ながら、また予算提案させていただくかもしれないということでございます。以上

です。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） ということで、基本的なこの考え方というのはわかりま

したので、そのようにお願いしたいというふうに私自身も思います。

それからですね、３つ目の質問にかかわってですが、この資産割を除くとか、それか

ら均等割から子供を除くということについては、それはやっぱり当然じゃないかと、当

然といいますか、公平感を持たせるためには必要ではないかという話がありましたです

けども、一方では、あれですね、それを、ちょっと矛盾したことを言うかもしれません

けども、それを除くことによって保険税の賦課にどう影響するのかなと。不利益になる

人も出てくるんじゃないかなという気がするんですが、その辺の保険税の賦課にどう影

響するのか、予想されるのかお聞きしたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。詳細は担当課がお答えしますが、基本的には、資産割を

除いて計算したら所得割等に当然影響は出てくるかというふうに思います。その子供の

部分を除いてどうなるかといえば、当然納める保険税が少なくなって、それをどこかで

穴埋めしないといけないので、残ってるその算定の要素の何かが上がるというようなこ

とが考えられるというふうに思います。

○住民生活課長（山岡 浩義君） 議長、住民生活課長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、山岡住民生活課長。

○住民生活課長（山岡 浩義君） 資産割を除いたらどうなるかということでございます

けれども、保険税の計算におきましては、まず必要な賦課金、徴収する金額を決定いた

します。それに対して応能割、応益割ということで、今現在は所得割、資産割、均等割、

平等割ということで、所得と税金の分で応能割ということになりますし、あと均等割１

人当たり、あるいは平等割１世帯当たりということで、これが応益割といいますけれど

も、これは今現在５０対５０で分けるというふうになっております。その中で応能割の

分、所得と資産割につきましては、今現在は所得割が３５％、資産割が１５％で分ける
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ということになります。ということで、資産割をなくしますと、その１５％分を所得割

に持っていく必要がございます。ということで、固定資産をお持ちの方は安くなるわけ

ですけれども、所得のある方につきましては負担がふえるという現状が出てくるという

ふうに考えます。

次に、均等割から子供を除くという場合どうなるかということでございますけれども、

まず、この除くという方法論があるわけですけれども、県の全国の知事会等で要望して

おられますのは、子供の分の均等割を軽減しろというふうな要望が出ています。軽減と

いうことになりますと、その軽減分を何らかの制度で、例えばどっかが負担するという

ことに、という制度も、今現在も均等割、平等割で所得によりまして軽減をしておりま

す。それについては国、県なりの補助を使って軽減分を穴埋めしているということがあ

りますので、その均等割の子供分をどういう制度で安くするかということによって対応

は変わってくるというふうに考えます。以上です。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 詳しく説明いただきました。どっちみち、あの、一方を

よくすれば一方に不利益が来るというようなことはわかります。これからの細かいそう

いうところの試算もしながら、被保険者にとって、住民にとってどういう算定方式が一

番いいのかということを考えていただければというふうに思います。

でですね、町としては、この今話として資産割を除くというふうな話があるわけです

が、現在は県内のこの市町村も資産割も含めた４方式になっておりますけども、これを

除いて３方式にするという論議もあってるようですけども、大山町の場合は、本町の場

合はどういう方針でいかれるつもりなのか、もしわかってましたらお話しください。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

現在は方針は決まっておりません。しかしながら、あらゆる方法を考えて、よりいい、

より公平性の高い保険税にしていきたいなというふうに考えております。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） わかりました。今後の課題だというふうに思います。そ

のあたりをしっかり慎重に考えて決定していただいたらというふうに思います。

それからですね、小児用の医療費ですね、これが現在、高校生まで無料になっており

ます。県が実施して、そして大山町の場合もそれにのっかって無料化ということがあり

ます。そのほかにも特別医療の関係の無償化もある、軽減もあるわけですけども、こう

いう子育て支援、あるいはできるだけ被保険者に、何ていうんでしょうか、子育てしや

すいようにということでこの制度があると思うんですけども、それに対して国はペナル
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ティーという形で国庫負担を減額すると。非常にこれは、何ていうんでしょうかね、理

屈にも合わない、合ったようで合わないものでないかというふうに私も思います。です

から、全国の市町村もこれに対してやめるようにという要望があってるというような話

でしたでしょうかね。ですから、この要望についてですね、どういうふうに国のほうに

要望されてるのかをちょっと詳しくお聞きしたいんですけども。それに対して国はどう

答えてるのかということについてもお話しください。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当課からお答えをさせていただきますが、国に要望をどうい

うふうにしているかというところで、現在、私が就任して以降は要望はしておりません。

○住民生活課長（山岡 浩義君） 議長、住民生活課長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、山岡住民生活課長。

○住民生活課長（山岡 浩義君） その件につきましては、全国の組織、町村会なり市長

会なりがまとまって行動して国なりに要望ということを出しておりますので、大山町と

しては出しておりませんけれども、全国組織として要望等を出しております。以上です。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） で、国のほうはそれに対してどういうふうに言ってるの

かわかりませんでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。担当課がわかればお答えをいたします。

○住民生活課長（山岡 浩義君） 議長、住民生活課長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、山岡住民生活課長。

○住民生活課長（山岡 浩義君） この対応でございますけれども、町長が答弁いたしま

したように、平成３０年度から、来年度からは、未就学児童の分のペナルティーにつき

ましては減額はしないということになっております。で、あと残る分もありますので、

これにつきましては引き続き要望を出していくということでございます。国の対応は、

先ほど言いましたように、未就学児はペナルティーをなくすという回答、通知なりをい

ただいております。以上です。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） ということをお聞きしました。６歳までの子供たちには

減額をなくすと、ペナルティーをもう科さないということは、国もその道理がないとい

うことを認めたということにもなると思います。ならば、それ以上も、小・中学生ある

いは高校生もですよね、全て減額をなくすと、ペナルティーをなくすという方向にすべ

－２１３－



きだというのは道理でないでしょうかね。ですから、引き続き町村会としては強力に働

きかけてほしい。また、本町もその流れの中で大いにやってほしいというふうに思いま

す。それが町長の一つの子育て支援の施策の一つにはなると思いますので、重視してら

っしゃる子育て支援の方策にもなると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

それでですね、この現在減額になっていて、言ってみれば穴があいているわけですけ

ども、その分をですね、その減額された分を、今は市町村のほうでかぶっているわけで

すよね、本町のほうでかぶってるわけですよね。これ県のほうも事業として最初にやっ

てくれたわけですので、県のほうも何らかの手だて、つまり県も補填すると、市町村に

対して、してもいいじゃないかなというふうに私思うんですけども、そういう要望はし

ておられませんでしょうか、これからはどうなんでしょうか。その点、まずお聞きしま

す。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

県にはそのような要望はしておりませんけれども、国も、その未就学児分は、まずそ

の減額のペナルティーはやめるという話でした。これは何で６歳未満かというと、恐ら

くですが、そんな一気に多分ペナルティーをなくすと、国も懐ぐあいがあると思います

ので、多分要望していきながら段階的になっていくんだろうなというような感覚はあり

ます。これを県に求めていくのも確かに大切だと思いますが、しっかりと国のほうに求

めて、ペナルティーが早く全年齢でなくなるようにしていきたいというふうに考えてお

ります。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） それからね、その減額分は国保の会計がそれだけ減って

きているわけですけども、じゃあ、本当に厳しい国保会計です、被保険者にとっても厳

しいわけですから。ですからその分、一般会計のほうから現在は穴埋めをしてないとい

うことですけども、そういう穴埋めということも必要ではないかなというふうに思いま

すが、今後そういう考えはないでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

その子供の医療費の無償の制度をすることで科されたペナルティーによって、その国

保税を納めてる全体の人からするとマイナスになっているというような状態ですので、

そこは行政側が負担してもいいのかなというふうには思いますが、新しいその国保の制

度になったときにですね、どういう形でその一般会計からの繰り入れをするのかという

のが一つの課題だと思いますので、そういうところも考えていきたいというふうに思っ
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ております。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） その点も、被保険者に喜ばれるような方向で検討してい

ってほしいと思います。

最後がちょっと何か要望になっちゃいましたけども、一応以上で１点目についての質

問を終わらせていただきます。

続いて２問目ですけども、教育委員会のほうにお願いしております。就学援助制度の

充実をと、拡充と言ってもいいと思いますけども、をいうことで質問させていただきま

す。

我が日本はですね、経済大国と言われて久しいです。この日本の社会におきまして、

貧困と格差、この拡大が深刻になっております。依然として深刻です。本当に矛盾した

話だろうと、何でこういうことになるのかと。経済大国、豊かな日本でありながら、一

方で恵まれない人たちが出てくると。この貧困と格差の拡大によってですね、子供の貧

困も広がっておりますが、そういう中で、この子供の貧困ということの解消は本当に急

務だろうというふうに思います。

この解消を図る方策の一つが、この就学援助制度であります。その拡充を図ることが、

教育を受ける権利の保障という観点からも重要だと思います。それに応えて文科省は、

昨年度末ですね、ついこの間ですが、３月の３１日に、要保護世帯の小・中学生への新

入学児童生徒学用品費と、これはいわゆる入学準備金と言ってもいいと思いますが、そ

れを２倍に増額し、そして支給の時期は入学前でも可能とするという通知を出しました。

今までは入学前じゃなくて入学後に支給されていたようですよね。それに対して、いろ

いろな全国から該当者の要望が出ていたということを聞いております。やはり必要なと

きに必要な支給をすべきだと、してほしいという要望が強かったということですが。そ

れに応えて文科省がそういう可能だという通知を出したそうです。

そこで、本町ではね、これにどう対応されたのでしょうか、あるいはされるのでしょ

うか。また、就学援助充実についてはどうされるのかということで、１点目、単価が２

倍に引き上げられましたこの入学準備金、いわゆる入学準備金、これの支給を、援助を

必要とする時期である入学前の前年度内に実施する計画はありますでしょうか。それか

ら２つ目、この就学援助制度を充実させるために、援助項目あるいは援助額、現行より

もふやす考えはありませんでしょうか。

以上、お願いします。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 大森議員さんからの御質問の第１点目の、単価が２倍に引き

上げられた入学準備金の支給を、援助を必要とする時期である入学前の前年度内に実施
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する計画があるかとの御質問にお答えします。

御質問の文科省から通知のあった要保護世帯の小・中学生の入学準備金の対応でござ

いますが、要保護児童生徒への援助である入学準備金や給食費等は教育扶助費として福

祉事務所から支給されておりますので、御質問の要保護世帯への文科省通知の対応は本

町ではございません。

なお、単町事業であります準要保護児童生徒援助費については、２９年度から文科省

通知の単価改正に準じて入学準備金を２倍に引き上げております。入学前の支給につい

ては、近隣町村の状況を見ながら検討してまいりたいと存じます。

次に、２点目の、就学援助制度を充実させるために援助項目や援助額をふやす考えは

ないかとの御質問にお答えいたします。

単町事業であります準要保護児童生徒援助費については、学用品費、通学用品費、校

外活動費、新入学準備金、給食費、医療費を、おおむね国の要保護児童生徒援助費補助

金の単価に準じて支給しておりますが、高額である修学旅行費は国の単価を超えた額で

も実費支給をしております。また、給食費も全額支給しており、今年度２学期からは学

校給食費の２分の１補助も開始となることから、準要保護世帯への一時負担も軽減され

ます。現状は充実しているものと考えておりますので、援助項目や援助額をさらにふや

すことは現在のところ考えておりません。以上です。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 入学準備金については、準要保護世帯がね、準要保護の

児童生徒、これが市町村の義務になっておりますのでやっているということですが、こ

れについてのことですけども、２倍に引き上げるというのは本当に評価します。ただ、

その必要なときに必要な支給をするという視点から見ると、やはり、特に小学校１年生

ですね、は、その前年度の３月までにやっぱり支給されるのが道理があるんじゃないか

なというふうに思いますよね、だからこそ文科省もそういう通知を出したと思うんで。

それを、何かえらい主体性がない大山町だなと、教育行政じゃないかなと思います。ち

ょっと期待外れなんですよ。大山町の行政としては、こういう点も非常に前向きで主体

的に取り組んでいかれるのかなというふうに思ってました。私は当然そういうふうにさ

れるのかなという期待を持っておったんですけども、ちょっとがっかりなんですよね。

近隣市町村の状況を見ながら検討というのがね、よそはしてないならばうちもしないと

いうことになりますけどもね。どうしてなのかなというふうに思うんですが、何か難し

い条件でも、物理的な条件でもあるんでしょうか。よろしくお願いします。

○教育長（鷲見 寛幸君） はい、議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 先ほど大森議員さんからの御指摘の、近隣市町村の状況を見

ながら検討してまいりたいと申しておりますのは、やるかやらないかということではな
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く、もちろん前向きに検討していくんですが、実施のやり方について主に近隣市町村の

状況を見るということです。具体的には、まだ入学していないわけですから、各保育所

に子供たちが分散しているわけですよね。それをもって状況を把握して申請を出してい

ただくというような部分があります。そういった細かい手順については、担当課がお答

えいたします。

○幼児・学校教育課長（森田 典子君） 議長、幼児・学校教育課長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、森田幼児・学校教育課長。

○幼児・学校教育課長（森田 典子君） 手続の関係でということで教育長のほうが申し

上げましたが、実際の今のやり方で支給を前年度にするといったようなことを考えます

と、先ほど申し上げましたような細かいところの課題がございます。そういったところ

を近隣市町村もどのような対応が考えられるのか、できるのかということを、うち、大

山町としてもそういったようなところを一緒に研究、調査をいたしまして検討をしてい

くという考えでございます。以上です。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） わかりました。結局は、前向きに実現の方向で考えてる

けども、あとやり方の問題、手順がね、いろいろあるのでそこをクリアできるようにし

て、それが可能ならばやっていくと。可能だろうと思いますけども、ほかの自治体がや

ってるところが全国にはたくさんありますので。ぜひお願いしたいというふうに思いま

す。

それからですね、２点目の点についてですけども、現行どおりで援助項目や額をふや

す考えはないということですけども、援助額については、例えば修学旅行は文科省が提

示してる基準以上、実費を支給してるという点では本当にいいなと、評価したいと思い

ます。

そこでですね、一つ私が気になりますのは、援助項目の中に、先ほど教育長のほうか

らありました項目の中にですね、文科省が提示しているものがないなというふうに思う

んですが、これずっと以前、何年か前にもこれお伺いしたんですけども、やはり入って

ないなというのがあるんですよ。それは何かいいますと、クラブ活動費、それから生徒

会費、この生徒会費には小学校だと児童会費や学級費も含まれておりますが、それとＰ

ＴＡ会費。この支給はされないんでしょうか、考えておられないでしょうか。その点よ

ろしくお願いします。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 大森議員さんからの御指摘の、国の基準として支給している

クラブ活動費、ＰＴＡ会費、生徒会費、これについて町としてはどう考えてるかという

ことにつきまして、担当課よりお答えいたします。
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○幼児・学校教育課長（森田 典子君） 議長、幼児・学校教育課長。

○議長（杉谷 洋一君） 森田幼児・学校教育課長。

○幼児・学校教育課長（森田 典子君） 御質問にお答えいたします。

準要保護の援助制度のほうは単町事業でございまして、国の要保護の児童を対象とし

た、児童生徒を対象とした制度の基準というのは示されますが、あくまでも単町事業で

あります準要保護の制度につきましてはそれぞれの町村で判断をしていくということで、

少し違いがございます。

そういった中で、大山町におきましてクラブ活動費と生徒会費の項目につきましては、

各学校、中学校ですけれども、こちらのほうに補助金として各学校に１８０万円ずつの

補助金のほうを交付しております。全ての生徒に対しての補助金でございますが、そう

いった金額の援助を補助金を交付しておりますので、個別の給付ということは考えてお

りません。

それから、ＰＴＡ会費につきましては、学校の考え方によりましてＰＴＡ会費の金額

等については差異がございます。そういった現状もございますので、ＰＴＡ会費につき

ましても支給をするという考えは、大山町としては考えておりません。以上でございま

す。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） わかりました。一つのもの、クラブ活動費と生徒会費に

ついては、結果的には子供の負担はないということですよね、家庭の負担はないという

ことでよろしいでしょうか、ちょっと確認、まず２点。（発言する者あり）済みません、

全ての生徒、児童生徒に反映するので、ですから一人一人から徴収するようなことはな

いということの解釈でいいですね。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 大森議員さんのおっしゃるとおり、クラブ活動費、生徒会費

については一人一人の生徒から負担することはありませんので、報告いたします。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 私は、ＰＴＡ会費のほうですけども、学校によって額に

差異があるので難しいじゃないかという意味かなと思いましたけども、そこは考えよう

によってはクリアできるんじゃないかなという気がしますけども、ぜひ検討していただ

ければと思いますよね。実費に応じて支給ができないのかということですよね、学校ご

とに支給できないのかなというふうに思うんですが、そんなに難しいことでしょうか。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、鷲見教育長。
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○教育長（鷲見 寛幸君） ＰＴＡ会費につきまして、担当課より説明いたします。

○幼児・学校教育課長（森田 典子君） 議長、幼児・学校教育課長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、森田幼児・学校教育課長。

○幼児・学校教育課長（森田 典子君） はい。ＰＴＡ会費につきましては、以前に御質

問をいただいたこともあったかと思いますが、学校現場のほうとも検討もいたしました。

その時点でちょっと今の差異があるということがあって、困難というふうに判断をした

という経過がございます。ですので、今のところは支給については考えておりません。

以上です。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） ちょっと、そうかと納得がいかない面がありますので、

ちょっと時間がないので、これについても今後検討していただければというふうに要望

しておきたいと思います。

すいません、要望でまた終わって、次のほうに行きたいと思います。

それでは、３問目に行きたいと思います。

○議長（杉谷 洋一君） すいません、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） はい。

○議長（杉谷 洋一君） 皆さんもどうもお疲れ状態ですので、ちょっとここで休憩とら

せてください。

○議員（８番 大森 正治君） ああ、そうですか。

○議長（杉谷 洋一君） ええ。だけえ、今から、ええとですね、再開は２時２０分ちゅ

うことで、よろしくお願いします。

午後２時０９分休憩

午後２時２０分再開

○議長（杉谷 洋一君） じゃ、再開します。

大森正治議員。

○議員（８番 大森 正治君） はい。それじゃ、３問目に行きたいと思います。３問目

は、一般廃棄物最終処分場の今後についてどう考えるかということで質問いたします。

現在ですね、この西部広域行政管理組合が管理します淀江町小波のこの一般廃棄物最

終処分場は、あと１０年もすれば満杯になると言われております。この処分場の隣の空

き地、大体約半分が米子市の所有地のようですが、これが次の一般廃棄物最終処分場と

して予定されてるというふうに聞いております。ところが、そこの用地に、県と環境管

理事業センターは産業廃棄物最終処分場を計画しております。この産業廃棄物最終処分

場は、ダイオキシンなど有害物質で大気や土壌、地下水、河川、そして海が汚染される

おそれがあるということで、地元の住民、そして米子市民、鳥取県漁協の淀江支所など
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が、この産廃処分場の設置には強く反対しております。

そこで、次の点について伺うわけですが、１つ目として、この淀江に計画されており

ます産業廃棄物最終処分場について、町長はどう認識しておられますでしょうか。

それから２点目としまして、西部広域行政管理組合、もちろん大山町も入ってるわけ

ですが、これが管理する一般廃棄物最終処分場の１０年後の確保を考えるならば、淀江

産業廃棄物、産廃処分場ですね、これには反対すべきだというふうに私は考えますけど

も、どうお考えでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。大森議員の３つ目の質問、一般廃棄物最終処分場の今後

についてどう考えるにお答えをいたします。

まず１つ目、淀江に計画されている産業廃棄物最終処分場についてどう認識している

かということでございますが、県としては、産業廃棄物の適正処理の責任を負う立場と

して、現在、県外で処分し続けておりますが、その県外での処分をし続けるというのは

将来的に困難になるであろうと、県内に処分場が必要であろうという認識で、鳥取県環

境管理事業センターを実施主体に、この産廃の計画を進めているというふうに認識をし

ております。

２つ目の、西部広域行政管理組合が管理する一般廃棄物最終処分場の１０年後の確保

を考えれば、淀江の産業廃棄物最終処分場には反対すべきと考えるがどうかという御質

問ですが、その次の一般廃棄物の最終処分場の確保の問題と、この産業廃棄物の最終処

分場の是非は分けて議論する必要があるのではないのかなというふうに考えております。

議論というのは、いろんな要素を組み合わせれば組み合わせるほど結論がなかなか出に

くいものでして、この２つの案件は分けて考えるべきものというふうに考えております。

以上です。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） １点目の町長の認識としましては、この産廃処分場を今

計画されている淀江に設置することには理解を示すというふうに聞こえましたけども、

そういう捉え方でよろしいでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

産業廃棄物の最終処分場に関しましては、立地する自治体、あるいは県の判断による

ものだというふうに考えておりますので、大山町として、ほかの自治体のことに関して

理解する、賛成する、反対するというような意見を申し述べる立場にはないというふう

に考えております。
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○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） これやり出しますと切りがありませんので、よその自治

体のことだからということで私はないと思います。当然隣町ですし、海を通して将来的

に、何十年先に大山町の漁業にも影響があるかもしれないという心配もあります。ある

いは、大気汚染ということも考えられるかもしれません。本当に安全ということについ

ては想定しがたいものがあります。それだけに慎重には慎重を期さなければならないと。

今はいいけども、今がよかったらいいじゃないかということではなくて、３０年、４０

年先の子や孫の代に問題が出てきたときには、これは私たちが恨まれなければならない

ということになるだけに、今、私たちにそういう本当に、この大事な決断ですか、いい

かどうかということの判断が迫られてるんじゃないかなというふうに思います。

それについては町長の考えお聞きしましたので、またこれから、いろいろと住民運動

も起こっておりますから、そういうものも見ていかなければならないじゃないかなとい

うふうに思います。

２点目のですね、この西部広域管理組合の一般ごみ最終処分場との関係ですが、町長

は、これを分けて考えなければならないというふうに言われましたけども、聞くところ

によりますと、もうあと１０年で満杯になる。じゃあ次はどこかというのをもう今から

探さないと、とても間に合わないじゃないかなということを聞いております。

それで、既に旧淀江町時代に町とそれから行政のほうで、環境プラントという会社だ

ったようですけど、環境プラント工業株式会社ですか、との間で、第３期の事業として、

その隣の今産廃処分場が計画されてるところに次の一般ごみの一般廃棄物処分場を計画

するという開発協定書が交わされてるということがありました。その点については、町

長は認識されておりましたでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。そういう状態だというのは認識をしております。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） ならば、そこは重視されなければならないじゃないかな

というふうに思うんですよね。この両者が交わしたこの開発協定書、そんなに軽々しく

変更ができるものなのかどうなのか、私もよくわかりませんけども、そういうものでは

ないじゃないかなというふうに思うんですけどもね。そうすれば、その点から私自身は、

町としてもそれを盾に、ぜひ今のところに、計画されているところに一般廃棄物処分場

をつくるべきだということをね、主張していいじゃないかなというふうに思いますけど

も、これをですね、西部広域行政管理組合としてはどうなんでしょう、どういう見解を

持っていらっしゃるんでしょうか。わかりましたらお願いします。
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○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。西部広域行政管理組合では、見解を示していないものと

いうふうに認識をしております。その過去の協定云々で、産業廃棄物処分場じゃなくて

一般廃棄物の最終処分場をつくるべきじゃないかというお話でしたけれども、過去の協

定等に基づいてやることも大切かと思いますが、その時々の社会情勢に応じて合意形成

を図りながらやっていくことも大切であろうというふうに思っております。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） ということは、変更もあり得るんじゃないかなという考

えかなというふうに思いますが、そういう認識、把握でいいでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。そのとおりで認識していただけたらと思います。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） もし今の計画どおりここに産廃処分場ができるというこ

とが最終決定されたらですね、じゃあ、この西部広域行政管理組合がやっているこの一

般ごみの処分場、どこに持っていくのかということを議論しないと間に合わないじゃな

いかなという気がするんですよね。場所にしても、それから各市町村が負担する金額に

しましても、いろいろとやらなきゃならないことがあると思うんですが、１０年以内に

それができるのかどうなのか。ある方は、とても間に合わないじゃないかと、今からそ

ういう適地を探すということもしなければならない、そう簡単に適地があるわけじゃな

いしという意見も出ております。

そういう点で、この西部行政管理組合が何も見解を示してない、検討もされてないの

かな、していないというのは、非常に悠長な話じゃないかなというふうに思うんですが、

その点いかがでしょう。こういうことを町長に聞いても何かすごく難しい話ですが、ぜ

ひ管理組合の、その話し合いというですか、協議の場というのがいつどこどこなのかわ

かりませんけども、そういう場では大いに発言もしていただきたいと思うんですが、い

かがでしょう。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

この一般廃棄物の最終処分場があと１０年でいっぱいになる、平成４０年ぐらいでい

っぱいになるんじゃないかというような予測もありますし、ちょっと私の記憶が曖昧で

すけれども、大森議員と同じ政党に属する他の自治体の議員さんが情報発信されている
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ウエブサイトなんかでは、平成４７年だか８年ぐらいまでっていうような予測も書いて

ありましたが、実際その予測というのが、１０年前の予測に比べてまた年数が延びてい

るというような状態です。というのが、やっぱり人口減少に伴って一般廃棄物の処分量

というのは減ってきておりますし、この近年、分別等も進んできておりまして、最終的

にその一般廃棄物の最終処分量というのは減少、もともと予測されていたものよりも減

っているというような状況がありますので、恐らく、私の感覚としましても、平成４０

年でいっぱいになることはなく、もうちょっと先までこの最終処分場は使えるというふ

うに考えております。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） いろいろな今の社会情勢から、何も１０年後にはいっぱ

いになるということではないと思います。今、町長がおっしゃったとおりだと思います

けども、でも早晩この満杯になるわけですから、次の適地を探さなきゃならないという

ことになりますので、そういう点で、一番今の淀江の小波の隣に計画されてるところが

適地じゃないかなという判断もあると思いますので、そういうことも考えながら、町長

としてこの行政管理組合での論議の場の中では発言していただければと思いますが、い

かがでしょう。それは、町民あるいは西部地区の住民の生活優先を考えるからこそ、こ

の結果的には産廃処分場に反対ということになっちゃうんですけども、今のところに、

計画されていたところに一般ごみ、一般廃棄物処分場をつくるのがいいじゃないかなと

いうふうに思いますけども、いかがでしょう。そういう点を組合のほうにも大いに論議

していただきたいというふうに思うんですが、町長の考えはどうでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。今の一般廃棄物最終処分場の新たな建設地には、産業廃

棄物の最終処分場ではなく一般廃棄物の最終処分場をつくるべきだという大森議員の主

張ですけれども、果たして、産業廃棄物の最終処分場で懸念されるダイオキシンや有害

物質等々が流れ出るおそれがあるというふうに主張されておりますが、それが一般廃棄

物最終処分場であればもう完全に安全だというような主張だということでよろしいので

しょうか。いずれにしましても、ごみの関係で最終処分場をつくるということは何らか

の不安要素があるわけで、それが産業廃棄物の処分場だったらだめで一般廃棄物の処分

場ならいいというような論理にはならないのかなというふうに思っております。

それと、もう一つつけ加えまして、西部、この圏域の住民の生活が第一だというよう

な御発言もありましたけれども、この地域の人たちが安心して暮らすために、この地域

で出た産業廃棄物を県外で処分すればそれで安心した生活が得られるのか、それで果た

して本当にいいのかというところも議論になるかと思います。誰しも自分の家に近くに

産業廃棄物処分場や一般廃棄物の処分場がないほうがいいというのは感情的にはあるわ
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けですけれども、果たして、それを鳥取県内に現在、今、産業廃棄物の処分場がない状

態で、県内の生活が安全が脅かされるからということで県外で処分し続けるのが果たし

ていいのかというところも議論になろうかと思います。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） はい。町長の考えを聞きましたので、時間も来ましたし、

これで終わりにします。

○議長（杉谷 洋一君） これで大森正治議員の一般質問を終わります。

○議長（杉谷 洋一君） 次に、５番、大原広巳議員。

○議員（５番 大原 広巳君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大原議員。

○議員（５番 大原 広巳君） はい。そうしますと、いよいよ最後になりました。いつ

もトリをとる大原でございます。そうしますと、皆さん、お疲れのところとは思います

けども、もう少しおつき合いを願いたいと思います。

きょうはですね、２問質問を用意しております。時間いっぱい使いたいというふうに

は思いますが、どういう展開になるかはわかりません。

そうしますと、１問目のほうに早速移りたいと思います。災害時の避難対策はこれで

いいかということでですね、５問ほど用意しております。１週間ほど前に、台風が直撃

するんじゃないかということでですね、当然、町のほうでも対策本部を立ち上げて対応

にしっかり万全を期されたというふうには思いますが、また質問の途中でそのことも報

告がてら聞きたいというふうには思いますが、まずは、きょうはですね、初動体制を中

心にですね、町民が直接すぐにかかわらなくてはならない避難の関係にきょうはちょっ

と的を絞って町長に質問したいと思います。

１番、避難ルートの周知徹底は十分か。２番、避難時要支援者対策は十分か。３番、

避難場所の予備電源は十分か。中学校、小学校など収容人数の多い施設には必要ではな

いか。４番、水や食料のストックは十分か。５番、避難場所での宿泊体験を実施してみ

ないか。以上５点です。よろしく。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。大原議員の御質問にお答えします。

まず、１つ目の災害時避難対策はこれでいいのかということで、避難ルートの周知徹

底は十分かとの御質問にお答えします。集落によってばらつきはあると思いますけれど

も、災害の種類や規模などによって避難場所が異なるためにですね、各集落、自主防災

組織にはいろいろな想定をして、集落内から幹線道路に出る避難ルートを確認して訓練

をしていただきたいなというふうに思っております。
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２つ目の避難時要支援者対策は十分かということですけれども、これは要支援者台帳

を毎年更新しておりまして、避難支援者が支援できるようにしております。ただし、こ

の全員の個別計画はありませんので、これから作成に向けまして自主防災組織等と協議

をしていきたいというふうに考えております。

３つ目の避難場所の予備電源は十分か、中学校、小学校など収容人数の多い施設には

必要ではないかという御質問ですが、避難場所は一昼夜程度の滞在を想定しております。

照明や携帯等の充電は発電機で賄えるためにですね、予備電源は必要ないというふうに

考えております。発電機が不足する際には、他の自治体等に依頼をする計画となってお

ります。

４つ目の水や食料のストックは十分かとの御質問ですが、これは県内の市町村と連携

して備蓄をしております。大山町の割り当て分は６３８人分の１日３食分でございます。

これが不足する場合には相互に補完し合うような体制をとっております。

最後の５番目の避難場所での宿泊体験を実施してみないかとの御質問ですが、これは、

ぜひとも自治会や自主防災組織あるいは地域自主組織等で計画してやっていただきたい

というふうに考えております。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（５番 大原 広巳君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大原議員。

○議員（５番 大原 広巳君） はい。そうしますと、５問答えていただきましたが、そ

れぞれちょっと関連質問をさせていただきたいというふうに思います。

最初に、避難ルートのことを聞きました。それは確かに災害時の災害の種類や時間帯

によって当然避難する場所は違うという想定ですけども、結局、避難というのは段階を

追って避難していきますので、まずはその集落でまず１次避難っていいますか、公民館

あるいは作業場等のふだんから人がたくさん集まれる場所を、それぞれの集落でですね、

まずは団体行動をとるべく、最初に寄るところを１次、部落の集落の１次避難所という

ことで決めているはずです。そこから今度は、公設の避難所にどういうルートで行くか

ということですよね。

先ほどちょっと言いましたけども、先週の台風のときにはですね、町内に、福祉セン

ターでしたよね、避難場所を事前に町民のほうに周知してですね、１週間前の場合は行

く目的地が確定っていいますか、事前にわかってますから、当然ルートもそこの集落の

１次避難のところで集まったときに、じゃあ福祉センターにはどういうルートで行くか

ということはそこで相談しても遅くはないですから、それはいいと思うんです。それで、

台風とか風水害の事前に来るだろうという予測が立つときは当然、避難所がどこだろう

ということは当然わかるし、町のほうとしてもどこどこに避難所開設してますから寄っ

てくださいという事前の周知がもちろんできるわけですけども、例えば急な地震とか、

竜巻って言ったら変なですけども、急に予測なくやってくる災害のときにはですね、ふ
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だん開設してるところが必ずしも避難所とは限らないし、地震なんかの場合は当然、電

源のことはまた後でも話ししますけども、電源が確保できないという可能性もあるし、

まずは安全なルートをみんなが集まったときに確保できない場合はですね、一番近い公

共の、町が出してますこういうガイドマップももちろん書いてありますけども、この春

改定された防災計画も、こんな３００ページもあるようなしっかりしたものにちゃんと

書いてあるんですけども、避難場所としては３５カ所、とりあえず公共、公設というこ

とで指定してあります。それで、集落から出て、まずはそこの３５カ所のところに２次

避難っていいますか、そこに行くルートを探るんだろうなというふうには思います。

それでその後にですね、この防災計画にも書いてありますけども、各旧町単位で２カ

所ずつ、拠点の避難所っていいますか、が設定してありますんで、一番近いところにま

ず寄って、またそこからさらに３次避難じゃないですけども、今度は拠点のところは大

きい収容できるところですんで、そこに行く道をまたそこで探るという格好です。

ですけん、災害の種類によってですね、いろんなルート、あるいはケース・バイ・ケ

ースで最短距離をとるのが安全なのか、遠回りでもこの道が安全じゃないかという、や

はりその災害や、災害の種類や、それから時間帯にもよりますし、夏と冬ではまたちょ

っと違うかもしれません。いろんなケースがあるんですけども、それを今、地域自主組

織という、ああ、地域自主防災組織ですね、各集落に８割方はできとるわけで、それを、

集まったときに話しするなり議論のテーマで話し合っておられるとは思うんですけども、

町の側としてはですね、なかなか避難する、してくるまでのことはなかなか把握ができ

てないんじゃないかなというふうに、要するに集落ごとによって事情が違うので、そこ

は防災組織に委ねられてるんじゃないかなというふうには思います。

それで、町の側のほうとしては、そこの実態といいますか、どの程度それが話し合わ

れているかということをやっぱり把握する必要があると思います。変な話、あそこの集

落は全く動きがないということもあるかもしれませんので。自主防災組織も２割はつく

っておられんところもあるわけですから、そういうところにも、変な意味、有事のとき

にどういうルートでどこに避難するかということを、やはり自治会として年に１回か２

回は総会も兼ねて集まられると思うので、それを町のほうから働きかけてですね、しっ

かり自分の自治会としてはどっちのほうに行くということを議論してもらいたいなとい

うふうに思います。

それで、年に一遍、自治会の防災訓練を行いますと、町のほうから補助金を毎年出し

ておられますよね。その補助金申請にですね、訓練内容も当然書いておられると思うで

すけども、そういうところに、訓練内容の中にそういう、どういうルートを探るかとい

うことの検討をやっとるかやってないかということは把握できるような申請書になって

ますかいな。ちょっと関連質問で申し上げますけど。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。
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○町長（竹口 大紀君） はい。担当課からお答えいたします。

○総務課参事（金田 茂之君） 議長、総務課参事。

○議長（杉谷 洋一君） 金田総務課参事。

○総務課参事（金田 茂之君） ただいまの御質問にお答えをいたします。

今現在、ルートを確認できるような様式にはなってございません。以上です。

○議員（５番 大原 広巳君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大原議員。

○議員（５番 大原 広巳君） はい。やはり災害が起きて、どこに逃げるということ、

あるいはそのルートもそうですし、あるいは避難せずにそこの集落の１次避難所で待機

するという選択肢も当然あると思いますし、やっぱりいろんなケースを想定してですね、

その集落がやっぱり何かあったらどこに集まれということをやはり徹底しないと、だん

だん核家族化で高齢化も進んでますし、日中は若い人はいないという格好であれば、い

ざというときに、とにかく大事なもんほど持ってどこに集まれということはですね、最

低限、部落のそういう集会に総会なんかで集まれるときは一家で１人しかその会合には

出てませんので、一人一人が、何かあったときにうちの部落は公民館に集まれ、あるい

はどこどこに集まれということのね、最初の判断というか、そういうことも徹底しなく

ちゃいけないというふうに思いますんで、さっき言いました、せっかくそういう自主防

災組織と町とが補助金の申請を持って、何ちゅうですか、やりとりができる、毎年やり

とりできる、そういうツールがあるので、ぜひとも、訓練内容の報告の中にもうちょっ

と具体的に避難ルートもちゃんと確認してますかとかいうことが書けるように、ぜひと

も組み込んでもらったらなというふうに思います。どんなもんでしょうか、町長のお考

えを聞きます。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

その避難ルートの確認等はとても大切なことだと思います。その補助の申請の用紙で

するのがいいのかどうか、事務的な負担等を考えながら、いい方法を探っていきたいな

というふうに思ってます。

○議員（５番 大原 広巳君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大原議員。

○議員（５番 大原 広巳君） はい。じゃあ、やはり何かあったときに、まず第一歩で

どこに向かうかということで、災害の種類によっては行く方向で自分の運命が変わると

いうこともないとは言えません。東北なんかや水害なんかは、避難ということが自分の

命のあれに係ってきますんで、もちろん一人で判断できなければ、近所あるいは自治会

という形で集団で決議せにゃいけん場合もあると思いますし、最初の第一歩の行動がす

ごく運命を握っとると思いますので、よろしく、町のほうとしても啓蒙していただきた
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いなというふうにと思います。長くなりましたけども、すいません。

じゃあ２番のほうで、要支援者の、災害時にですね、災害時、避難時に要支援者の対

策は十分かということで聞きました。要支援者台帳というのがね、部落で把握して毎年

更新するようになっております。それで、総務のほうの関係ばっかりじゃなくて、要支

援者台帳は、民生委員さんとか、ふだん災害でなくても移動するのに支援が要る方は当

然近所の方が把握されてるでしょうし、集落の単位と、集落というか、そこの地域とし

ては民生委員さんがかかわっておられると思います。民生委員さんは、この要支援者台

帳をつくって終わりなんでしょうか。それとも、もうちょっと災害時の避難のときに何

がしかのお手伝いをするようになってますか。ちょっとその辺を確認したいと。

○町長（竹口 大紀君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。担当課がお答えいたします。

○福祉介護課長（松田 博明君） 議長、福祉介護課長。

○議長（杉谷 洋一君） 松田福祉介護課長。

○福祉介護課長（松田 博明君） はい。民生委員さんとのかかわりということで御質問

いただきました、はい。

要支援台帳は確かに民生委員さんにも情報提供いただいて、日ごろからいわゆる見守

りだったり、何かあったときの支援に協力をいただくということでお願いをしてるとこ

ろであります。

○議員（５番 大原 広巳君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大原議員。

○議員（５番 大原 広巳君） はい。民生委員さんはたくさんの仕事を抱えておられま

すけども、この災害というのは急にやってくることなので、そういう場合には、誰と誰、

当然把握されてるとは思いますけども、民生委員さんも有事のときにはですね、こうい

う情報が必要だわという逆に民生委員さんがみんなから呼ばれるケースもあると思いま

すので、大変ですけども、頑張っていただきたいなというふうに思います。

３番に移ります。中学校、小学校、あるいは、ここには書きませんでしたが、３つの

拠点保育所なんかもそうですけども、収容人員が、ほかの公民館やなんかに比べるとほ

ぼ倍近い収容人数をこういう学校関係あるいは保育園関係の大きな施設が持っておりま

す。それで、予備電源は借りてくればいいがんということで、常設する必要はないとい

う、町長といいますか、この防災計画はそういう考え方で設置がしてありませんね。で

すけども、当然、本所と支所２つは対策本部になりますけん、当然、予備電源は３つと

も備えておられると思いますし、僕の知ってる範囲だと福祉センターの関係、それぞれ

旧町単位で１カ所ずつありますけども、そこも予備電源は備えてるというふうに思っと

りますが、そこまでだと思いますわ。

それで、確かに災害が短期間でですね、避難したけど翌朝にはもう天気もよくて解散
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みたいな、そういうほんの短期のことでしたら、たくさんの人が仮に避難されても一晩

のことだけんということで、電源のあるところ、当然、夏とか冬なんかは寒さ対策、暑

さ対策も必要だと思いますんで、電源がある建物は、もちろんたくさんの人間が集まっ

てきても十分対応できるとは思います。ところが、例えばです、風水害なんかで家が浸

水した場合なんかは、とても一晩泊まって帰るというふうな段になりませんよね。当然

片づけするまで３日、４日は家では寝れないということが想定されるときはですね、や

はり、公民館のクラスは大体２００人前後の収容人数ですけども、こういう中学校、小

学校、あるいは新しくできた保育園なんかは６００人、７００人の収容人員があります

んで、できればそちらのほうも、予備電源が大山町だけが不足しとって他町から引っ張

ってこれればええですけども、もうちょっと広域的な災害の場合は、なかなか電源がす

ぐ調達するのがなかなか大変だというふうに思うんですよね。それで、せめて旧町単位

でですね、その学校関係っていいますか、教育委員会の関係の施設にも１カ所ぐらいは

予備電源があるといいと思うんですけども、予算の関係もあるかもしれませんし、計画

のほうにはそういう計画は書いてありませんけども、町長、どうでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。予備電源等々の詳細については担当課から答えさせてい

ただきたいと思いますけれども、基本的には今の、先ほど答弁したとおり、発電機で十

分賄っていけるのかなというふうに思います。広域的にもう県内が被災するような状況

になったとしても、鳥取県は災害時の協定、徳島県等々、カウンターパート制で結んだ

りしておりますので大丈夫かなと思いますが、詳細は担当課から答えさせていただきま

す。

○総務課参事（金田 茂之君） 議長、総務課参事。

○議長（杉谷 洋一君） はい、金田総務課参事。

○総務課参事（金田 茂之君） はい。予備電源につきましては、本町支所、福祉センタ

ー等に設置してございますけれども、全ての電源を賄えるというわけではありませんで、

例えば窓口照明関係の部分だけを予備電源で賄うといったような形になっておりますの

で、なかなか中学校と小学校に予備電源を持っていても、じゃあどこに電源を供給する

のかという問題もあろうかと思います。

このたびの一般質問で避難場所ということでありましたんで、避難場所の考え方とし

ましては、先ほど議員おっしゃいましたように一昼夜程度を想定しておりますし、さら

に災害が延びますと避難所という形になりますので、そういった場合につきましては、

電源のあります福祉センターですとかそういった施設を当初から避難所として設定する

というようなことを考えておりますので、小・中学校には今のところ必要はないという

ふうに考えております。以上です。

○議員（５番 大原 広巳君） はい、議長。
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○議長（杉谷 洋一君） はい、大原議員。

○議員（５番 大原 広巳君） はい。予備電源のことを心配して話ししたのはですね、

やっぱり今、人と人とのつき合いが希薄になったということが原因しとるかもしらんで

すけども、幾ら一晩ででも、見ず知らずの人とですね、もう体育館のようなべたでごろ

寝をするみたいなことはですね、なかなか、ふだん家族の中でも別々の部屋で暮らしと

る人がふえとるわけですけん、ここ５番目に、ちょこっと避難訓練の一環でそういう避

難所で一晩泊まってみんかということの、ちょっとことを書きましたけども、やはり町

民がですね、あそこに行っても、電気も確保してあるし一定のプライベートは確保され

とるのでそんな遠慮せんでも、避難所が開設されたなら自分は、若いもんも何時に帰っ

てくるかわからんし、もう一足先に行くわみたいな格好で、もうちょっと町民がですね、

気軽にっていう言い方はおかしいですけども、あ、迷惑かけちゃいけんけん早目に避難

しようかてっていうことで避難を町民自身が早目に決断するということを促す意味で、

そういう避難所に一晩泊まってみるというのもいいことじゃないかなというふうに思い

ますし、一部の町民がそういうことであれすれば、ほかの人も、広報でそういう体験も

大山チャンネルで流してもらえれば、何かあったら早目に避難所に行こうということに

なるというふうに思います。

ちなみに、１週間前にそういう避難所を開設したということの事例がありますので、

どんなもんでしょうか、どれぐらいの町民の方が避難所に来られたんでしょうか。参考

までにお願いします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。先週の台風１８号のときは、各中山、名和、大山の福祉

センターに避難所を開設しております。ちょっと手元に資料がありませんけれども、記

憶では、福祉センターだいせんが２世帯３人、福祉センターなわが６世帯８人だったか

と思います。数字が間違っとればまた訂正をさせていただきたいと思います。

その避難所で宿泊の体験をしたらどうかということですけれども、ほかの自治体の事

例であったような気がしますが、例えばその避難所に行く、何かがあったときに避難所

に行こうかどうしようかというのはすごく心理的なハードルが高くて、大原議員おっし

ゃるとおり、避難しないといけない状況になっても、ああ、どうしようかなというよう

なことがあるわけです。ふだんから避難所を一つのコミュニティーとして集まるような

習慣があれば、何か災害があったときに、あ、じゃ、避難所に行こうと気軽に行けるよ

うな体制ができるというふうには考えております。各地域自主組織等でも防災に力を入

れてやっておられるところもありますので、ぜひともそういった活動を支援していきた

いなというふうに考えております。

○議員（５番 大原 広巳君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大原議員。
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○議員（５番 大原 広巳君） 精神的なですね、ハードルをまずは取らないと、僕なん

かはちょっと、後でどれぐらい避難してきた人がおられるのかなということの数を聞い

たときにですね、もうちょっとそれでも、要支援者っていいますか、本来何かあったと

きにはもう既に避難所におらなくちゃいけないはずの人数は相当あったと思いますよね、

当然、要支援者のそういう方があったときには。それがなかったということは、やっぱ

りいろんな皆さん行きづらい何かのことがあると思いますんで、そういう行きづらい、

避難所には何があっても行かんということじゃなくて、事が起きそうなときは遠慮なく

人の世話になるということで、特に要支援者の方は民生委員通じてでもいいですし、区

長さんを通じてでもいいですし、ぜひとも避難所に行かれたほうがというふうに思いま

す。要支援者じゃない方は、最初にも言いましたけども、集落で１次避難場所というの

は決まっとると思いますんで、そこに行けばみんなはどうするんだろうかなという情報

も共有できると思いますので、そういう段取りをやはり、せっかくこうやって自主防災

組織も８割できてますし、校区的には自主組織もあるわけですけえ、天災は忘れたころ

にやってくるということですので、きょうの晩でも起こるかもしれませんし、備えあれ

ば憂いなしで、できる手はやらなくちゃいけないなというふうに思います。

そうしますと、そうですね、４番の食料や水のストックのことをですね、質問を……

（「質問せえ、質問」と呼ぶ者あり）え。（「質問せえ、質問」と呼ぶ者あり）質問、

はい。これで十分かということで、先ほど、避難しても一晩ぐらい想定でということで

電源の話もなりましたけども、この６３８人、１日３食分で十分なんでしょうかね。十

分これは周辺市町村のあれで割り当てで最低限のこれは数字ですか。現在もこれがマキ

シマムで今あるということの認識でいいですよね、はい。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。これが割り当て分の数であるというふうに思っておりま

す。その十分かどうかというふうに問われると、幾ら備えてもですね、十分だとは言い

切れないというのが防災だというふうに思います。多ければ多いほど確かにいいとは思

いますけれども、より効率的に備蓄等もしていく必要があろうかと思いますので、現在

はこういう体制になっているというふうに考えております。

○議員（５番 大原 広巳君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい。

○議員（５番 大原 広巳君） あ、どうぞ。

○総務課参事（金田 茂之君） 議長、総務課参事。

○議長（杉谷 洋一君） 金田総務課参事。

○総務課参事（金田 茂之君） 町長の答弁に補足をさせていただきます。

この６３８人といいますのは、県外から鳥取県に避難を想定されてる人数が２万０

００人であります。そのうちに、各市町村の人口案分ということで、大山町の割り当て
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が大体 ９％ということで６３８人という数字になっております。

その２日目以降はどうするのかということもありますけれども、２日目以降になりま

すと各県外からの支援物資等も入ってまいりますので、そちらで対応ということを考え

ておりますし、また、各家庭でも一応３日分くらいの食料は各自で備蓄してくださいと

いうようなお願いもしておりますので、そういったことで対応できるかなというふうに

考えております。以上です。

○議員（５番 大原 広巳君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大原議員。

○議員（５番 大原 広巳君） はい。じゃあ、そちらのほうは十分備えができてると思

いますし、町民の方の備蓄のこともちゃんと啓蒙してあるみたいですけん、この件は終

わります。

そうしますと、もう１問用意しておりますんで、２問目に移りたいと思います。２問

目にですね、集落営農組織についてということで３問ほど用意しております。じゃあ、

最初に質問に答えていただいた後に関連質問をしたいと思います。

集落営農組織について。１番、現在の組織率は。会社や法人も含めての数字をお願い

します。２番、平成３０年で転作関与がなくなるが、対策は考えているか。３番、中規

模農家の高齢化による人材不足に対策は。大山町独自で準認定農業者制度などを考えて

みないか。以上３点です。よろしくお願いします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。大原議員の２つ目の質問にお答えいたします。

集落営農組織について、現在の組織率でございますが、組織率、３６集落で４２組織、

うち法人４組織でございます。農業集落が１２１集落ですので、組織率は３ １％でご

ざいます。

２つ目の、平成３０年で転作関与がなくなるが対策は考えているかとの御質問ですが、

水田活用の直接支払い交付金や収入減少影響緩和対策は継続予定ですので、支援をして

いきたいというふうに考えております。それ以外には、生産者、農業団体、行政などで

需要に応じた米の生産ができるような体制をつくる必要があるというふうに考えており

ます。

３つ目の、中規模農家の高齢化による人材不足に対策は。大山町独自で準認定農業者

制度などを考えてみないかとの御質問ですが、集落営農組織の作業受委託や人・農地プ

ランの作成で担い手の話し合いをしていっていただきたいなというふうに思っておりま

す。さらには、午前中の近藤議員の一般質問でもありましたとおり、人材不足に対応す

るために外国人労働者の特区にも、今、手挙げをしておるところでございます。

大山町独自での準認定農業者制度でございますけれども、今既存の認定農業者制度が

ありますので、それと重複するような制度というのは農家さんにとって負担にもなって
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効果が薄いのかなというふうに考えております。同じような制度であれば一本化してい

くほうが、より農家さんにとっても行政にとってもいいものだというふうに考えており

ますので、既存の認定農業者制度を活用していきたいというふうに考えております。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（５番 大原 広巳君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大原議員。

○議員（５番 大原 広巳君） はい。３問がそれぞれ関連しておりますので、ちょっと

順番が違いますけども、３番で準認定農業者制度ということで説明がちょっと僕も足ら

なかったので、重複すると云々という町長からも発言がありましたけれども、私が言っ

ておりますのはですね、今の認定農業者の方はもう当然専業で農業でやっておられる方

が対象でございますので、当然いろんな事業、あるいは融資の関係の窓口がちゃんとで

きておりまして、もうこれはね、ずっとやっとる制度なので、認定農業者の対象の方は

もういいんですわ、もうそれで、完結してます。

私が言います準認定農業者制度っていうのはですね、１番、２番でも出ましたけども、

来年で転作の国からの直接の割り当てがなくなるということででしてね、当然地域でで

も集約して米をつくる方が成り立っていくようには、もう当然していく、いかなくちゃ

いけないので、町も再生協議会を初め、そういう、何ちゅうですか、問題を審議する場

所は当然たくさんありますので、そこで当然話し合われているとは思いますが、今さっ

き言いました準認定農業者というのがですね、結局、専業農家の方で認定農業者の資格

を持っとられる方は基本的に年収が３５０万以上の経営者で、５年後も当然、５年後も

その３５０万以上の収入が維持できるという作文といいますか、計画が書けれる人がど

んどん次々更新して認定農業者として、５年ごとに更新がありますのでやっておられま

す。

私が言う、その準をつけて言う認定農業者という考えはですね、ちょうど３年ほど前

に、ゲタ・ナラシ政策っていいますか、認定農業者だけに限った国の補助制度があって、

何ちゅうですか、米をつくる人もある程度の規模の人以下は、言い方は悪いですけども、

やめてくださいみたいな格好で、そういう国のナラシ対策を受けれる条件に認定農業者

ということがうたわれた格好で、実は、各集落のその認定農業者の資格を持っとって中

心的にやっとられる方は、ほんのてんこのって言ったらおかしいですけども、まとめ役

で専業でやっておられる方だけでして、それ以外の方は結局、年収が２００万から３０

０万の間ぐらいのですね、僕はいつも言う中規模農家っていいますか、自分のうちや近

所の田んぼぐらいは自分がやっちゃあわいという、退職してやられる方、あるいは兼業

でやる方ももちろんあります。でも、そういう水田の保全にかかわってる、そういう専

業農家ではないんだけども、集落の田んぼは荒らしちゃいけないので自分もできる範囲

で田んぼを構いたいということでやっておられる方の規模が、大体２００万から３００

万なんですわ。
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それで、当然、農業も専業化して大きいところは当然継続していかにゃいけませんし、

その人らはもう法人化するなり会社化するなりしてどんどん一生懸命大きくされますけ

ん、それはそれでいいんですけども、その人たちだけで大山町の農地というか水田は守

れませんので、当然、専業ではないけども集落が維持するために頑張っとる、そういう

中規模農家の方々がね、今回の来年の転作の関与を機に、あるいはもう農機具は更新は

もうせんずに、機械ももう修理せんずに、もう離農するわというやあな、来年のその政

策が変わる節目に意欲を失う方が、マイナスの発言をされる方がふえてるんですわ、そ

ういう専業ではないけども、兼業でもそこそこの面積でやっとられる方が。そういう方

がですね、同じ資金的なこととかそういうことまで、どこまで面倒を見ればいいかとい

うことはこれからのあれかもしれませんけれども、その人たちが陰で支えて農地の保全

ができとるというふうに思いますので、何がしかの形で町内のその農業の情報も含めて

そういう方々が集まって行政と話ができる場も必要だと思いますし、そういう準認定農

業者という資格で手挙げされる方があれば、それを組織化してですね、やはり町の農業

政策、今回みたいに政策が変わるときには、当然転作の割り当ての説明会は年に一遍、

年明けにされますけども、それは集落のその代表者の方であって、それぞれの個人の人

が直接意見を言える場じゃないので、そういう、何ていいますか、準、準農業者って言

い方もちょっと変かもしれませんけど、そういう年代的にいえば６０から６０半ばぐら

いの方が中心だとは思いますけども、そういうことで何とか町とのパイプができんかな

ということで提案させてもらいました。町長が言った、メンバーがかぶるということで

はありません。町長の所見をお願いします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

その兼業農家さんでも何かいい制度がないかということでございますが、国の方針と

しましても、農地も集約していこうだとか、ある程度の規模を保っていこうということ

でやっておりますので、そこに補助なり何らかの制度をつくっていくのはかなり今の流

れと逆行していくのかなというふうに考えておりますので、そこは慎重に考えていきた

いなというふうに思っております。

○議員（５番 大原 広巳君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大原議員。

○議員（５番 大原 広巳君） はい。それでですね、法人化したり会社化してやれる方

は当然、次の後継者も含めて、５年先、１０年先を見越して今のことをやっておられる

と思いますけん、僕らがそんなに心配することではないですけども、集落で集落営農と

いう形で財布を一つにして経営しとるということではなくて、個人個人で財布は別で、

形だけ集落営農という形だけども、個人の一人親方ばっかりで集まって集落の営農を、

といっても当然、中山間とかいろんな事業絡みで当然、農地保全の圧力はかかってます
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けども、お金はそれぞれ別々の計算ですんで、変な話、わしはもう大儀になったけんや

めたわっていっても、すぐにはね、部落のほかの人には迷惑かけないので、かわりに誰

かつくってくれる人を探せば、とりあえずは集落としては完結します。

ところがですね、よそのことを言って申しわけありませんけども、やはりそうやって

村の中心的なことでやっておられる、たくさん借りてやっておられる方が急に事故で亡

くなる、あるいは病気で亡くなるという、急に予定外に亡くなられて、じゃあ後継者が

後を継ぐかというと継がないということで、借りとった田んぼが一気にそこの集落のほ

かの貸しとった人に一時的には返すという格好に、来年はよう田んぼつくらんわという

ことで。それで、大山町でいいますと旧名和地区ですかね、でそういう例もあって、な

かなか翌年のこの農地の貸し借りのことは大分大変だったみたいです。それでも、集落

の周りにそういうやっておられる方がおられたのでよくなりましたけども。そういう受

け皿じゃないですけども、ある程度集約をした農家さんがどんな事情で廃業されるとい

うことがなきにしもあらずですんで、こういう場で言っていいかどうかわかりませんけ

ども、日吉津の町会議員さんが、集落営農の中心的な位置で町会議員しながら一生懸命

地域の保全に頑張っとられましたけども、急に病気で亡くなられたりして、今また再配

分のことで大変らしいということをちらっと聞きました。

ですけん、そういう、やっぱり集約をして当然安定して経営して大規模農家だけが残

ればいいじゃないかという、一つのそういう、二極化の中の一つの極の考え方として国

が進めてる、そういう集約化ということはもうとめられないですし、当然それがないと

成り立っていかない今状況にあります。ところが、どうしてもそういう集落営農ができ

ない集落もたくさんね、１２０あるうちのまだ４割も満たない組織率ということは、残

りの６割は何らかの原因があって集落営農がね、に至ってないわけですから、その原因

の大半が、結局、専業農家さんが集落に何人かおられると、取りまとめができてもなか

なか、じゃあやめていく人の田んぼをどんどん自分が引き受けるかというと、酪農や野

菜や、そういう園芸や野菜しとる方は、なかなかどんどん面積をふやすという経営じゃ

ありません。どっちかというと集約した農業をされてますんで、幾ら自分ところの集落

から余剰農地が仮に出ても、どんどん引き受けるということにはなりません。で、そう

いうのを守ってもらう意味で、今言いました、専業農家じゃないけど、兼業でも限りな

く専業に近いような形で一生懸命やっておられるその方を何とか、その人たちもほかの

認定農業者と一緒で、町の農業に貢献してプライドを持って１年でも長くしてもらう意

味で何とか組織化ができんかなというふうに思って、きょうこういう提案をさせてもら

いました。再度、町長に考え聞きます。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

同じような答弁になろうかと思いますけれども、政策としては、いろいろな方向にば
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らばらとやっていっても政策の効果は出ないと思いますので、今向かっている流れに沿

ってやっていきたいなというふうに思っております。その準認定農業者の制度に関して

は、おっしゃられることはよくわかりますが、現状としてはなかなか難しいかなという

ふうに思っております。以上です。

○議員（５番 大原 広巳君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大原議員。

○議員（５番 大原 広巳君） 時間もなくなってきましたが、もう、最初に言いました

ように国の関与が今までほどはなくなるということで、当然、今の既存の農業団体の再

生協議会を初め営農協議会やいろいろありますけども、すごく、何ちゅうですか、直接

ふだんはかかわっていない、農業はしてるんだけども国の政策なんかあんまり知らんわ

みたいな、ちょっと離れた人にもですね、この政策の補助率が変わったとかそこの項目

が１つ抜けたとかいうことじゃなくて、そういう関与がなくなって、自分たちで、自分

たちの地域で今後の自分たちのことはある意味決めなさいのげたを預けられたような格

好ですので、ぜひとも、こちらも決まったことに関してはそれを農業者にもっと周知せ

にゃいけんと思いますし、何ちゅうですか、認定農業者の方々も、ある意味団塊の世代

の方、７０前後の方がほとんどですので、更新はもうしないというような方も近年だん

だんふえてきましたので、次の世代のそういう方々も取り込んでですね、もうちょっと

みんなで何とかしようというふうな空気にできたらなというふうに思います。

最後、あれですわ、そういう集落営農、地域の荒廃地を出さない、そういう事業を担

っている人たちにも、大山町のこの町の施策で何らかの形でかかわれることがしたいな

というふうに思います。最後に町長に質問で終わらにゃいけませんので……。

○議長（杉谷 洋一君） 今、それ質問。

○議員（５番 大原 広巳君） はい。集落営農全般についてですね、今後のそれぞれの

地域の集落営農をどのように進めていくかという、総論で結構ですけん、町長に最後に

所見を聞いて終わります。

○議長（杉谷 洋一君） はい。

じゃ、竹口町長、最後の答弁お願いします。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

集落営農に関しましても認定農業者に関しても、認定農業者じゃなくても専業農家で

も兼業農家でも、とにかく農家さんには頑張っていただいて、大山町の農業を発展させ

ていけるように、そして次世代に受け継いでいけるように頑張っていってもらいたいと

思いますので、大山町もできる限りの支援をしていきたいというふうに思っております。

よろしくお願いします。

○議員（５番 大原 広巳君） はい、議長。これで終わります。

○議長（杉谷 洋一君） はい。

これで大原広巳議員の一般質問を終わります。
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・ ・

○議長（杉谷 洋一君） 以上で本日の日程は終了しました。

次回は、９月２６日火曜日に本会議を再開します。定刻９時３０分までに本議場に集

合してください。

本日はこれで散会します。御苦労さんでした。

午後３時３３分散会
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